
551　災害及び事故

第15表　　労　　　働　　　災　　　審（傷害件数）
本牽引ま労飽基準法施行規則詳式第26号の1及び2の労扱者死傷者報告書によった脇間28年申に
かんするものである○このうち業茅外の負傍及び疾病並びに革帯上の疾病中・陛臥野中蓬等

秦性岳患、または食中寿及び急性伝染I声引ま含まれていない○軍生　日日の硯らかや太い戦

産　　　　　業
i　縁　　　歎

計

休業8日以上

計l（内）男

休業8日未満

計l澗男

昭　　和　　26　　年

〝　　　　　27　　年

昭　　和　　28　　年

製　　造　　工　　業

金　罠　精　錬　業

金　嵐　工　業

機械詳　具工業

ガ　　　ス　　　業

電　　　気　　　業

水　　　道　　　業

化　学　工　業

窯業又は土石工業

禦材又は木製品工業

紡　】駿　工　業

食　料　品　工　業

印刷文は製本業

そ　の　他　の工業

交　通　運　輸　事　業

土　石　様　収　業

日　本国有鉄道

地方鉄道及び軌道業

その他の運輸事業

連　　讃■　　事　　業

地下鉄道建設事業

煙道】匿設事案

鉄骨鉄筋卓重殺事業

一般土　木事業
鉄道軌道建設事業

建　築　事　業

その他の踵事業

貨　物】瞑　故　事　業

林

そ　の　他　の　事　業
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1　　　相　　　違

肘最1 大　　阪　　府　　に　　あ

大
　
緒
　
井
　
田
　
勝
　
誇
　
茶
　
御
　
常
　
住

方

城
　
宅
　
墓

旧
宅

席

阪
　
　
　
西

洪

天　　　王　　　寺

整

家

山

山

山

家
　
日
勝
　
塚

青

　

長都

榔

青
　
首
　
古

院

墓

頓

重責

王者

大　　　社

鴨　　方）

妙　　　　　国　　　　　寺

祥　　　　　雲　　　　　寺

仁　　徳　　天　　皇　　陵

家　　　　　原　　　　　寺

大　‾野　寺‾　跡　土　等

多　拾　遺　比　売　神　社

法　　　　　竜　　　　　等

久　　　米　　　田　　　寺

久　　　米　　　田　　　地

孝恩寺観音笠（釘寮監）

慈　　　　　眼　　　　　寺

牛　　　　　俺　　　　　山

蓋；；賊　山　ぶ　な　林

犬　　　　　鳩　　　　　山

（宵　河　内　地　方）

躍
　
寺
　
等
　
匪
　
寺

墓

相
　
琳
　
明
　
天
　
中

神

苦
　
闘
　
道
　
広
　
野

仮指定史蹟1件、夏目才、重美各1件

史　　i資

大阪府指定史蘇

史諾1件∴重財建造物1件、国宝々物5件、貢財宝物9件

重財建造物1件

大阪府指定史療

仮指定安置

〝

重財建造物4作、蛋財宝物1件

天然記念物1件、壬財宝物2件

府指定名闊1件、宜財宝物2件

指定なし

府指定康広1件、豆財オ　物1件

仮指定安置

豆財建造物1件

重財建造物1件、重財宝物1件

宜財宝物6件

府指定史綾名勝

重財建造物1件、宜財宝物府指定重美建1件

重財建造物2件

大阪府指定名勝

天然記念物

大阪府指定名勝

重　　　財

宝財宝物1件

国宝々物1件、重財宝物1件

妻旨定なし

仮指定史症、豆財宝物2件

市電大手前

〝　淀屋橋

〝　上本町4丁目

〝　酉門前

〝　椎寺町

〝　　　〝

〝　阿倍野橋

〝勝山通3丁目

南海刑姻山、上町篠帝寒山
3丁目

南海本線住吉公園

（注）賛料　新大阪新聞社「大阪府年≦監」。

主 要 文　　　化　　　財

貯　　蔵　　　2

名財レ
L文 文　化　財　指　定　の　■種　類 景　　　笥　　　駅

水

要
　
領
　
施
　
岩
　
邁
　
千
　
赤
　
私
　
金
　
裾
　
撃
て
岩
　
岩
　
地

（中

早
　
坂

竃
　
福

川
　
和
　
心
　
命
　
淫
　
湧
　
蔵

河　‾内　地　方）

穴
　
穴
　
専

横
　
横

山
　
田
　
光

尾
　
井

乎
　
扇
　
慈

（北　河　内一　地　方）

‾百　　　済　　　寺　　　跡

j毎　　　々　　　窟　　　寺

磐　　　　　船　　　　　疾

三　島　神　社　の　樟

四条畷神社喝了貫行芸

（北　　摂　　鴨　　方）

錬　　　萄∈　　　古．　墳

箕　　　　　面　　　　　山

萱　野　三　平　旧　邸

本　照寺　冨寿栄　の　枚

要目山宿本陣（椿の本陣）

摂　　　　　津　　　　　峡

水　　無　　瀬　　神　　宮

孟財宝物4件

大阪府指定史誘、重財実物2件、府指定重実2件

史　　l寮

本殿蛋財建造物

史　　l薫

大阪府指定史蹟

史蹟1件、重美宝物8件．豆財建造物6件、重財宝物か件

東成1件、国宝建造物1件∴国宝々物1件、重財撞造物3
件、蛋財宝物29件

亙財宝物2件、天然記念物1件

大阪府指定名勝

重財宝物1件

大阪府指定名勝

史　　　長安

大阪府指定名勝

特別指定受講

量財宝物1件

大阪府指定名訝

天然記念物

重財宝物1件、史爵1件

大阪府指定史績、重美1件

名　　　靡

大阪府指定史痘

天然記念物

史　　　篭賢

大阪府指定名辞

近鉄南大阪線道明寺

近鉄長里持泉蔓志からバス

〝

近鉄長野線富田林からバス

近鉄長野操富田林からバス

近鉄長野操長野から′てス

近鉄長野線長野からメス

近鉄高野操三日市からメス

〝

〝

〝

近鉄国分

近鉄枚岡

京阪線枚方東口棄換交槻中宮

碓阪　交交野挽私市

〝

京阪舘大和田

国電片町線四条畷

京阪神宝塚線石橋

京阪神箕面線箕面

〝

京阪神京都棋富田

京阪神京都線茨木からメス

京阪神京都線高槻から′ミス

葺け建造物2件、国宝々物1件、重美2件、茸財宝物4件京阪神京都採水無瀬
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肘日陰2 大　　　　阪　　　　府 政

年　　　　　月 概　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うr

明治元年　1月22日

明治3年　　　　一

明治4年11月20日

明治5年　　　　【

明治9年　　　　一

明治12年　　　．一

明拾14年　2月7日

明治18年　6月　一

明治19年　　　　一

明治Ⅹ）年　　　　一

明治25年　u月　【

明治29年　　　　一

明治刀年　　　　【

明治31年　4月　一

明治32年　　　　一

明拾38年　　　　一

明治37年　　　　一

明治43年　　　　一

明拾44年　　　　一

大電3年　　　　一

大1三7年　　　　一

大正m年　　　　一

大了E12年　9月1日

大正13年　　　　一

大正1一隻年　3月31日

大正15年　6月3〕日

脚2年　　　　一

昭郡元年より同6年

柳7年　　　　一

柳9年　　　　－

大阪に鎮台を置き同月27日大阪裁判所と改められた、径同時に府庁を東区本願寺別院に設け内本町
橋詰町に移ったが同年5月2日に裁判所を改めて大阪附を置くこととなった

洋学校、英語学校等を設けた

従来の大阪府を箆し摂津の国、西成、東成、住着、島上、島下、豊島、能勢、石高25万石の区域に
大阪府（大阪市街を含む）が匿かれた又同時に剰泉、河内をもって堺演が置かれた

学制発布に従い教育施設進み－同6年住吉奨寺公園を設け（明治40年箕面企画等漸次拡張す）－
同7年西区江之子島に府庁を開庁－同8年初めて地方長官会葬が聞かれ－大阪府師範学校を設
けた（明治6年官立師範あり、明治33年女子脚、明治41年池田師範増設）

奈良某を堺凛に合併府立書籍館を設けた

大阪府会を開設、官治行政に民意を加う最初となった－府立測候所、盲唖学校、肘立板範幼樅園
を設けた

堺凛を咤し大和、河内、和泉三国を大阪府忙合併する

淀川左岸決嘆し大洪水となり疫病が凝生した、河川改良水道敷設、鉄権架設の捜運が起る篤年1部
竣工大境4年大部分竣工

刀、学校令発布された－市区改正の媛群が出た

奈良県が分離する－明治23年1月淀川改捗肇、府会市郡部連帯会で可決される一一」仔立商品陳列
所成る（大屯6年再築、昭和5年貿易館に発露）－小学校令が改正された（明治2年幼学校4年
小学校5年学制孝邑布、19年小学校令出ず）

大阪果港測量琴務所を置く（明治貰）年起工）

都制冥鮒下9郡となる（従采摂津7茄、河内16部、和泉4郡）

中学校　年新設題額中、女学校、公共私増設（従来明治6．7．10．11．12年中学ノ匪起りしも14年府立
1校となる）－大阪市域が拡張された

府漂制施行され教育、産業、土木等狩の事業は大いに進髭す

淀川高水防禦二工事進捗する

第5囲内国勧業博貰全大臣に聞く－全国慈善事業大全を大阪に開く－大阪府立図書館を開設す
る－教育費金の表彰を行う（大‾－E4年実業功労、大正7年市町村乗員表彰と漸次行ある）

紺地整理土地改良事業始まる－同42年肝令建築販路令を出す（大了E9年市待機区建物法となる）

大阪府日活行政講究仝成立す

撞物検査所を聞く（昭和5年鼻産軌検査所まで発展す）

第1次世界大戦起り産業発展する－大’屯2年より6年にかけ連年淀川右岸決壌し河川改良の必要
に迫られる

方面制度創設、社会事業発屋す、同7年胞時建築課、同9年営繕課を置き営繕事業進む同8年府立
き事試験場を設く

都制跨止、郡役所は単に行政官庁となる－大阪茹市計画区域決定す

l巽東大震災あり、大阪府は救援に努力する－国歩烹‡鮒政にも影寧す

府立産業能率研池野を設置す－大阪府女子専門学校設置す

府会三部制l考止、肘政の大進歩となる

郡役所陀止す－10月31目頭大阪府庁竣工引続き移転、学務部、土木雪臥経済部等機構拡大す

国道2号扱始め10大放射路線大阪市地下鉄道工事進む

大阪詩合大学設置に努め大阪帝大成る－工業奨励館、貿易館等設置－府庁内郵便局設置一一等
噸拡こ売なる

狭山池改修、光明池造成等劾簾施設進む

関西大風水害あり、改良復旧事業起る－学校等鉄筋連射敷増す

（注）賓料・折大阪新聞社「大阪府年鑑」。

史　　　　　　概　　　　　　要

附　　　蠍　　　l

年　　　　　月

曜挿山2牢　　　　一

喝和17年　7月　一

昭剰∝嘩こ　8月　一

昭弔122年　4月1日

昭和22年　6月7日

昭和22年　8月15日

昭和刀年1月1日

昭和カ年　3月7日

1喝抑牢　9月1日

卯年10月1日

昭和24年　4月1日

昭利封年　9月1日

昭榊　4月1日

昭利ぼ埠こ　4月29日

昭和25年　6月1日

昭和25年　7月1日

昭押5年　9月1日

昭利丑年　9月3日

卯年　9月10日

昭和溺年　9月23日

昭和25年10月1日

昭和26年　2月題目

昭利26年　3月31日

昭利益年　4月23日

昭和26年　4月3）日

昭和26年　6月u日

昭和2時12月24日

昭和27年　7月10日

昭和27年　u月3日

昭和27年12月通日

昭和刀年1月5日

昭調I刀年　2月27日

昭和お年　8月1日

昭利認年　9月1日

昭利遂年　9月25日

概　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要

府立社会事業全敗社会衛生既設直す－同年7月支耶事変勃発、文化産業その他態様変化し府政
に大いなる影響を受ける

地方事務所を撤す

終戦とともをこ府政争投に大変化す、府庁の部課制官吏任用制大変化す

知事公選さる－5月3日地方自治法実施

天皇陛下大阪に行革さる

民間琶易再湖を磯に商工部を設置す

府立大手前会館発足す

響察制度の改正に伴い府警察部の欝閉ず

府建築静を設く

初の教育委且選挙あり同年m月1日府教育部は跨止、新たに教育委員会が発足した

府立浪速、府立女子両大学褐足す

天王寺夕陽ケ丘の博覧会場跡に母子の符が設立関所さる

知事室新設・税務礫精の拡充など横線改革と人草刷新を行う

府民脚足す

府税事務所菟足す

地方税法公布さる

新府税条勘公布さる

ジェーン台風買西に来襲し大阪府の被災者∽万を超す

三笠宮が天皇陛下の御名代として被災地視察激励のため御来阪

災害対策合同全貌が大阪府庁で軌トれ政府から林触ら4閣僚ほか職名被災府躾から知事その他
が出席して対策を院講した

1弱α牢世界センサスの一環として国勢調査行ある■

財稽法人・海外市場調査会（ジェトロ）発足す、府営水道第1期工事完成し堺ほか3市9町村00万
人に原水を供給

烹慧璽具合公布さる

市町村長及び同匪負の選挙執行さる

府知事、府会素見選挙行われ府知事に赤間文三再選さる

府人事等員金偏足す

国際見本市会館竣工

肘立労働全館開館、67年来の豪雨禍に軒下の教育粥億、死際行方不明536名に適す

設備日本一を誇る府立体育会館詔矩

府立結核療養所羽曳野病院の第1期工事成りこの日開院

府経済部を農林部と改称

皇太子陛下御来阪

府立森之宮病院開院’

財団法人大阪府農業臨同組合信用保証臨会発足す

台風第1時大阪を通過被害甚大死者24、被害触131億余円に達す



5　　　財　　嚢

肘録3　　　　　　　　　　市　　　　町　　　　村　　　　廃

年　　月　　日

明　治　ZZ．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

簡【治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治＿22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

市　　　部　　　名 町　　　村　　　名 処　分　の　形　態

大　阪　市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単　　　　独

東成．西成弘大坂東、西、南、北区を籍しその区域をもって大阪市を設置する

堺　　　　市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単　　　　独

大鳥部、都区を咤しその区域をもって堺市を設置する

住　吉　郡　　　　　　住　吉　村　　　　　　爵　　　独

住吉部位蕾村を住吉村とする

住　吉　部　　　　　　　墨　江　村　　　　　　　　　　　　　併

任善部感と札沢の口軌遠里小野村、千体机上住書札長峡軋浜口札甫浜口村・島村を－≒
咤しその区域をもって墨江村を設置する

住　舌　郡　　　　　　　安　立　町　　　　　　　A　　　　併

住着部安立町、七遺領を宛しその区域をもって安立町を設置する

住　舌　部　　　　　　　数　津　村　　　　　　　A　　　　併

任舌部南加賀屋新臥北加賀屋新田、村上新臥北島新札　柴谷新札　桜井新臥　庄左衛門新

田、堕木頭田を咤しその区域をもって敷津村を設置する

住　吉　郵　　　　　　　依　姪　村　　　　　　　A　　　　併

任善部坂村、前堀軌寺岡付、我詳手札苅田村、庭井付、杉本付、杉本新田、山の内村を曙し

その区】戒をもって依擢村を設置する

住　書　郡　　　　　　　田　辺　村　　　　　　　A　　　　併

任古郡北田辺軌南田辺村、猿山新田、松原新田を羅しその区域をもって田辺付を設置する

住　　書　　都　　　　　　　南　膏　済　付　　　　　　　　合　　　　併

任書部中野臥鷹合村、砂子付∴湯谷島村を庭しその区域をもって甫百済村を設置する

住　吉　部　　　　　　　喜　連　村　　　　　　　単　　　　独

住吉難者達付を首途村とする

住　青　　那　　　　　　　平　野　部　町　　　　　　　A　　　　併

任善部平野々望町、平野流町、平野市町、平野背戸口町、平野西窮町、平野瀞堂町、平野馬辟町

を宛しその区域をもって平野抒町を設置する

住　膏　那　　　　　　　北　百　済　村　　　　　　　A　　　　併

住吉部所在家相、今在家付、今林相、桑津付を死しその区域をもって北膏済付を設置する

東　成　都　　　　　　　天　王　寺　村　　　　　　　　　　　　　併

棄成部天王寺村、阿倍野村を犀しその区域をもって天王寺村を設置する

東　成　郡　　　　　　　東　平　野　町　　　　　　　　　　　　　併

東成都南平野町、北平野町郡津村を沌しその区域をもって東平野町を設置する

東　成　部　　　　　　　活　堀　村　　　　　　　単　　　　独

西成郡清堀付を東成部活棍村とする

東　　成　　郡　　　　　　　　西　高　津　村

西戎滞西扇津村を東成郡西高津村とする（但し字義刺を除く）

東　　成　　都　　　　　　　　生　　野　村

単　　　　　独

A　　　　　併

東成認国分臥林寺吋、林寺新家村、舎利寺付、田島吋を跨しその区域をもって生野付を設置する

東　成　郡　　　　　　　繁　梅　村　　　　　　　　　　　　　併

東成苛岡臥木野軋耀飼野臥東小儒付、小橋吋を発しその区域をもって笥格付を設置する

東　　成　郡　　　　　　　玉　造　町　　　　　　　A　　　　併

東成郡西玉造村、玉造村を宛しその区域をもって玉造町を設置する

置　　　　分　　　　合　　　　史

財　　　嚢　　　6

年　　月　　日 市　　　部　　　名 町　　　村　　　名 処　分　の　形　態

明　治　22．4．1

明　治　22．4・1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22・4・1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4，1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

東　成　部　　　　　　中　本　付　　　　　　　　　　　併

東成部本荘札中道村、古屋敷地・中実相、西今里村、森村を宛しその区域をもって申本村を設
置する

東　成　郡　　　　　　小　路　村　　　　　　A　　　併

東成部片江村、中川村、複見付、大友村を露しその区域をもって小路村を設置する

東　成　都　　　　　　南新関茄村　　　　　　A　　　　併

東成郡東今里村、大今皇札葵江村を緊しその区域をもって南新閑荘付を設置する

、東　成　郡　　　　　　北新調荘村　　　　　　A　　　併

東成部嶋野村、天王H寺軋左専道村、永田付を陀しその区域をもって北新聞荘付を設置する

東　成　郡　　　　　　碩　本　村　　　　　　A　　　併

東成郡頻出付、下の辻村を陪しその区域をもって項本村を設置する

東　成　郡　　　　　　唸　汀　柑　　　　　　A　　　　併

東成笥今福村、蒲生付、新喜多新田、布屋新田を殿しその区域をもって競江村を設置する

東　成　郡　　　　　　部　島　村　　　　　　A　　　　併

東成部書類寄付、中野村、沢上汀札毛乾村・友淵村を托しその区域をもって都島付を設置する

東　成　郡　　　　　　野　田　村　　　　　　単　　　　独

東成部野田村を野田村とする

東　成　部　　　　　　　首　並　付　　　　　　　合

東成部野江札関目村、内代付を辟しその区域をもって榎並村を設置する

東　成　都　　　　　　　城　北　村

東成郡中村、荒生け、江野村、赤川村を陀しそわ区域をもって蹄ヒ付を設置する

東　成　郡　　　　　　　古　市　村　　　　　　　A

罵成都南鳥付、森小路村、千席軋今市村を宛しその区域をもって古市付を設置する

東　成　烈　　　　　　清　水　村　　　　　　A　　　　併

東成郡上の辻村、貝放村、馬場付、別所村、署薯寺付を托しその区域をもって清水村を設置する

西　　成　　都　　　　　　　　中　　島　　村

西成郡江口村、小松村を詫しその区域をもって中島付を設置する

西　　成　　郡　　　　　　　　新　　庄　　村

西成郡上新庄村、下新庄相を跨しその区域をもって新庄村を設置する

西　成　郡　　　　　　　大　道　村

併

A　　　　　併

西成部北大道付、南大道付、西大道村を掩しその区域をもって大道村を設置する

西　　成　　部　　　　　　　　豊　　里　　村　　　　　　　　A

西成都督原村、三番村、天王寺庄、橋寺付を躍しその区域をもって豊里付を設置する

西　成　郡　　　　　　　豊　崎　村　　　　　　　A　　　　併

西成部南長柄村、北長柄村、国分寺村、本庄村、南染付を跨しその区域をもって豊崎村を設置する

西　成　郡　　　　　　　申　津　村　　　　　　　　　　　　併

西成部光立寺村、下三番村、山、島新田付、小島古埠新札　成d＼路吋を庵しその区域をもって申津
村を設置する

西　成　部　　　　　　　鷲　州　村　　　　　　　A　　　　併

西成部海老江付、涌江村、大仁村、嶺本村を尾しその区域をもって資州付せ設置する

西　成　東　　　　　　西　中　島　村　　　　　　A　　　併

西成部柴島付、薬師監相、窮札淡路付、南方新家付、川口村、南方村、西村、山口村を詫しそ
の区域をもって西中島村を設置する



附録3　　　　　　　　　　市　　　　町　　　　村　　　　廃

年　　月　　日 市　　　部　　　名 町　　村　　名　　も　　処　分　の　形　態

明　拾　22．4．1

明　治　22．4・1

明　治　22．4・1

明　拾　22．4．1

明　治　22．4・1

明　治　22．4・1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22・4・1

明　治　22・4・1

明　治　22．4・1

明　治　22．4，1

明　治　22．4．1

明　治　22・4・1

明　治　22．4．1

明　治　22，4．1

明　治　22．4．1

明　治　22・4・1

西　成　郡　　　　　　　北　申　島　村　　　　　　　　　　　　併

西成讐蒲田村、北嘗原村、南宮原札宮原新家札東宮原村、十八兵付を詫しその牢域をもって
北中島付を設置する

西　成　郡　　　　　　　神　津　村　　　　　　　A　　　　併

西成響三津屋相、野中村、新在家札堀村、今里村、小島村、木川村、堀上村を宛しその区域を

もって神津村を設置する

西　成　郡　　　　　　　歌　　島　村　　　　　　　　　　　　　併

西成郡野里村、御幣島村、加島村を躍しその区域をもって歌島付を設置する

西　成　部　　　　　　　稗　島　村　　　　　　　単　　　　独

西成部稗島村とする

西　成　部　　　　　　　伝　法　村　　　　　　　合　　　　併

西成郡南伝法村、北伝法村、申村を謁しその区域をもって伝法村を設置する

西　成　部　　　　　　　福　　　　村　　　　　　　A　　　　併

西成郡福村、宵西島新田を毘しその区域をもって福相を設置する

西　成　郡　　　　　　　千　姫　村　　　　　　　A　　　　併

西成誰大和田村、大野村、百島新田、侶札蒲島新田を宛しその区域をもって千船村を設置する

西　成　前　　　　　　　川　北　村　　　　　　　A　　　　併

西成軍春日出所臥常新田、四盲島村、六軒屋新田、秀野新田、恩貴島新田、島屋新田、本西島
新田、常吉新札北酉島新臥酵新臥酉島新札矢倉新札中島新臥布屋新臥　出来島所
乱国洲新臥九条村のうち字西九条を廃しその区域をもって川北村を設置する

西　成　郡　　　　　　　野　　田　村

西成草野田村を野田村とする

西　成　部　　　　　　　下　福　島　村

西成部下需島村、安井村を羅しその区域をもって下福島付を設置する

西　　成　　都

西成郡上福島付を上宿島村とする

西　　成　　君買

西成刊習胆略付を曽根略村とする

西　　成　　郡

西成讐北野村を北野村とする

西　　成　　郡

西成ボ＝1崎付を川崎村とする

西　　成　　至E

上　嵩　島　村

曽　根　疇　付

北　　野　　村

川　　崎　　村

九　　条　　村

単　　　　　独

A　　　　　併

単　　　　　独

単　　　　　独

単　　　　　独

単　　　　　独

A　　　　　併

西成郡九条付（字西九条を除く）岩崎新田を箆しその区域をもって九条付を設置する

西　成　郡　　　　　　　三　軒　家　村

医成部三軒家付、三軒家町を羅しその区域をもって三軒家村を設置する

西　　成　　部　　　　　　　　天　　保　　町

西成部天保町を天保町とする

西　成　　郡　　　　　　　　川　　南・村

併

単　　　　　独

A　　　　　併

西成野津等新田、難波島町、中ロ新臥今木新田、千島所臥南恩加島新田、平尾新田、炭屋新
田、泉尾商用、月、杯新田、岡田新札北啓加島新臥千歳新田、石田新田・日中新臥木臣新田、
漢虚新札八幡屋新臥市岡新田、池山新臥所日置新田、池田新田、北福崎新田、南福崎新田
を持しその区域をもって川南村を設置する

置　　　　分　　　　合

年　　月　　日

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4，1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

史　（続）

市　　郡　　名　l　　町　　村　　名

相　　　集　　　さ

ノ処　分　の　形　態

西　成　黙　　　　　　難　渋　村　　　　　　A　　　併

西成部艶改札離軋材木置揚町・西富津村のうち字艶鞘を躍しその区域をもって難漁村を設
置する

西　　成　　君覧

西成部今宮付を今宵村とする

西　　成　　部

西成部木津付を木津付とする

西　　成　　郡

西成肇西葵町を西宍町とする

西　　成　　郭

西成部唇間付を勝間付とする

西　　成　　詔

西成邪粉実相を粉実相とする

島　　上　　郡

島上郡嘗田村を富田付とする

島　　上　　部

島上郡東五百住村、西五百住吋、

置する

島　　上　　郡

今　　宮　　村

木　　津　　村

囲　　う巽　　町

屋弊　　関　　村

粉　　5突　　付

冨　　田　　村

如　　真　　相

単　．　　敬

啓　　　　　独

尊　　　　　狼

単　　　　　粒

単　　　　　独

単　　　　　独

A　　　　　併

津之江村・芝生村、庄所村を段しその区域をもって如是村を設

三　箇　牧　村　　　　　　　　A

島上部三島江村、唐崎付、柱本村、西面付を詫しその区域をもって三箇牧村を設置する

島　上　郡　　　　　　　高　槻　村　　　　　　　A

島上郡馬綴付、上田部付を跨しその区域をもって高観相を設置する

島　上　郡　　　　　　大　冠　村　　　　　　A　　　併

島上部辻子軋野中札中小格付、大坂町、大嶺札番田相、東天川村、西天明付、下田部付、
西寄付・土橋付、野田村を跨しその区域をもって大冠村を設置する

島　上　部　　　　　　五　領　村　　　　　　A　　　併
島上郡荻在村・岸煩札井尻村∴秒軌机上改札神内札所島村を宛しその区域をもって五領
村を設置する

島　上　郡　　　　　　清　水　村　　　　　　A　　　併
島上部服等付・実上村、原村、荻谷付を犀しその区域をもって治水村を設置する

島　上　部　　　　　　芥　川　村　　　　　　　　　　　併
島上部芥川札郡家付を馬しその区域をもって芥川村を設置する

島　上　郡　　　　　　蟹　手　相　　　　　　合　　　　併
島上郡安滞付・下付、古旨部付、別所付・成合札川久保村を誇しその区域をもって盤手付を設
置する

島　上　琴　　　　　　島　本　相　　　　　　　　　　　伴
島上郡雷浜村・桜井付・広瀬付、東大寺札山崎軋月代付、大沢村を蒔しその区域をもって島
本付を設置する

鳥　上　郡　　　　　　阿　武　野　村　　　　　　A　　　併
島上郡土簑付、氷室付・岡本付、宗佐原村、霊泉寺付、宵田村、赤大路軋塚味付、宿名村を諸
しその区域をもって阿武野村を設置する

島　下　郡　　　　　　見　山　村　　　　　　A　　　併
島下都下音羽村、上音羽付、銭風付、長谷軌清坂札革作軋忍項寺付を掩しその区域をもっ
て見山村を設置する’

島　下　郡　　　　　　石　河　村　　　　　　　　　　　併
島下部大岩村、家元村、生保村、大門寄付、乗原村を跨しその区域をもって石河村を設置すが



確■　一．
附録3　　　　　　　　　　市　　　　町　　　　村　　　　廃

明　治　22．4．1

明　治　22．4・1

明　治　22．4．1

明　治　22・4・1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4・1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22・4・1

島　下　郡　　　　　　　清　潔　　付　　　　　　　　　　　　併

島下郡泉原村、千堤寺村、高山村、佐味付を托しその区域をもって清漢相を設置する

島　下　郡　　　　　　　豊　川　村　　　　　　　　　　　　併

島下部小野原村、粟生札宿久庄村、清水村、道阻木村を時しその区域をもって豊町村を設置する

島　下　郡　　　　　　　福　井　村　　　　　　　合　　　　併

島下郡宿井村、中河原付を跨しその区域をもって福井村を設置する

島　下　啓　　　　　　　零　威　村　　　　　　　A　　　　併

島下郡賓或打、十日市村を托しその区域をもって誓或村を設置する

島　下　郡　　　　　　　三　　島　　村　　　　　　　合　　　　併

島下郡西河原村∴太田相、耳瞭札田中軌鮎叫付、戸伏軋中城付、総持寺付を跨しその区域
をもって三島付を設置する

島　下　郡　　　　　　　茨　木　柑　　　　　　　合　　　　併

島下郡芙木軋上中条吋、下申煮付を跨しその区域をもって茨木村を設置する

島　下　郡　　　　　　　春　日　村　　　　　　　合　　　　併

島下郡下穂頃付、申穂積札上穂環付、慧良吋、倍習吋、郵相、郡山机上野付、畑田村・五日

市付を琵しその区域をもって春日村を設置する

島　下　郡　　　　　　　王　府　村　　　　　　　合　　　　併

島下郡沢艮宣東軋沢良宣棄軋沢艮宣西札其紗付、内濱村、水尾村を詫しその区域をもって
玉棚付を設置する

島　下　郡　　　　　　　満　咋　村　　　　　　　　　　　　併

島下郡目垣村、馬場軋二樺堂村、平田付、十一吋を拓しその区域をもって幕咋付を設置する

島　下　浦　　　　　　　味　空　相　　　　　　　　　　　　併

島下部別府札一津屋村、新在家村を匪しその区域をもって味生相を設置する

島　下　郡　　　　　　　鳥　飼　村　　　　　　　合　　　　併

島下甑鳥飼上村、鳥飼中村、鳥飼下軋鳥飼西臥鳥韓八町札鳥飼八坊村・鳥飼野々村を隋し

その区域をもって鳥飼村を設置する

島　下　部　　　　　　　味　奇　相　　　　　　　　　　　　併

島下部昧舌札昧舌上付、抹青下付、坪井付、産室札‾重責寺相を殿しその区域をもって味吉村

を設置する

島　下　郡　　　　　　　三　宅　付　　　　　　　　　　　　併

島下郡太中村、議題内村、丑景付、乙辻村、小坪井村、駕野村、字の辺村を臨しその区域をもっ
て三宅付を設置する

島　下　郡　　　　　　　宮　　島　　相

島下革野々宮村、島付を添しその区域をもって宮島村を設置する

島　　下　郡　　　　　　　山　　田　　村

併

合　　　　　併

島下郡山田別所村、山田上村、山田中村、出1下村札出田小町村を詫しその区域をもって山田付
を設置する

島　下　郡　　　　　　　新　　田　相

島下鶉上新田札下所田村を匡しその区域をもって新田村を設置する

島　　下　　郡　　　　　　　　千　　里　　相

島下部佐井寺付、片山付を詫しその区域をもって千里村を設置する

島　　下　　郡　　　　　　　　岸　　部　　村

合　　　　　併

A　　　　　併

併

l　ノ

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

分　　　合　　　史　（横）

島　　下　　郡

畠下郡吹田村を吹田村とする

豊　　島　　部

豊島朝地田村を弛田町とする

吹　　田　　村

弛　　田　　町

蛸　　義　　to●

単　　　　　独

単　　　　独

豊島部㌔々苦難㍗Ⅷ絹靴箱三品≡孟託て止々脚を孟する併
豊　島　郡　　　　紬　河　村　　　　合　　　併

豊島郡中咽付、吉田組古江村、木部付、東山札伏尾付を愕しその区齢もって細河村を設

豊　島　郡　　　　秦　野　村　　　　A　　　併

豊島聯附・上渋谷柑・下乾谷札才田村、専鉄材を諸しその区域をもって秦野村を設匿する

豊　島　郡　　　　　箕　面　村　　　　　合　　　併

豊島部牧落付、西小路付・半町村、削村・稲村・平尾軋桜付を辱しその区域をもって箕面
村を設置する

豊　島　郡　　　　　桜井谷村　　　　　　　　　併

豊島部柴原札内田村、小路付、南刃根山村、北刀梶山札野畑村を掩しその区域をもって紋井
谷村を設置する

豊　島　郡　　　　　萱　野　村　　　　　A　　　併

豊島部東坊島村、西堵島付、稲村、西軍付、今宵村・芝付、如意谷村、石丸村、白の島村、タ湛
村を咤しその区域をもって萱野村を設置する

豊　島　郡　　　　　北豊島村　　　　　　　　　併

豊島郡西市廃村、野付卜東市海相仁王坂村、井口里村⊥北今在家村＼北燕木村、官の前村、中の
島札石橋札神田村を搾しその区域をもって北豊島村を設置する

豊　島　詔　　　　　麻　田　村　　　　　　　　　併

豊島肇麻田村・箕輪軌走井村を跨しその区域をもって廉田村を設置する

豊　島　郡　　　　　甫豊　島村　　　　　　　　　　併

豊島郡原田札陽三附、利倉村、上津島村・南今在家付・稔様相を跨しその区観をもって南豊島
村を設置する

豊　島　郡　　　　　豊　中　村　　　　　A　　　併

豊島邪新免村∴両夜木村・山の上村・桜坂軋岡町村を琵しその区域をもって豊中村を設置する

豊　島　邦　　　　　　熊　野　田　村　　　　　　単　　　粒

豊島邪熊野田村を熊野田村とする

豊　島　郡　　　　　　中　豊　島　村　　　　　　A　　　併

豊島肇宿井村、閲山村・曽振付、腰部軋昆異寺相を籍しその区域をもって中豊島村を設置する

豊　島　部　　　　　　屋　内　村　　　　　　　　　　併

豊島郭野田村、菰江村卜庄本村、湘郵止札島江札牛立付、三屍札島田村を跨しその区域を
もって庄内村を設置する

豊　島　郡　　　　　小　曽　根村　　　　　　　　　　併

豊島動、曽根軋浜村・長島札北条臥寺内札石葦寺付を諸しその区域をもって小曽根村を
設置する

豊　　島

二二三射二
郡　　　　　　　豊　津　村・

榎坂村を跨しその区域をもって豊津村を設置する

併



11．附　　隷

肘鉄3

年　　月　　日

明　治　22．4・1

明　治　22．4・1

明　治　22．4・1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4・1

明　治　22．4．1

明　治　22．4・1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4・1

明　治‾22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4・1

明　治　22．4・1

市　　　君E　　　名

市　　　町　　　村　　　廃

町　　　村　　　名 処　分　の　形　態

能　　勢　　郡 膏　　川　　村 単　　　　　独

能勢溺膏川村を書川村とする

能　勢　郡　　　　　　東　能　勢　村　　　　　　A　　　　併

能勢部余野札川尻付、木代村、切糊付、野間口村を施しその区域をもって東能勢村を設置する

能　勢　部　　　　　　東　郷　村　　　　　　合　　　併

能勢糊付、野間中村、野間稲地相、野聞出野村、野間西山村、野間大原相を廃しその区域を

もって東郷付を設置する

能　勢　郡　　　　　　歌　壇　村　　　　　　合　　　　併

能勢部倉峯村、杉原付、吉野付、山内村を罷しその区域をもって歌垣付を設置する

報　労　郡　　　　　　田　尻　村　　　　　　合　　　併

能勢郡上田尻付、下田尻付を匪しその区奴をもって田尻村を設置する

能　勢　郡　　　　　　西　郷　村　　　　　　A　　　併

能勢部宿野付、柏原机下田村、大里村、片山付、乎適村、栗栖付を詫しその区域をもって西郷

村を設置する

能　勢　郡　　　　　　択　瞑　荘　村　　　　　　　　　　併

山辺村、天王村、山田札今西村、森上村、長谷付、平野付、垂水村、稲地相、上杉村、神山村

を托しその区域をもって摂取荘付を設置する

大　鳥　郡　　　　　　三　宝　村　　　　　　合　　　併

大鳥部松屋新田、南島新田、山本新田、平田新札弥三次邸新臥塩実薪臥若扱新田を詫しそ
の区域をもって三宝柑を設置する

大　鳥　郡　　　　　　五　箇　荘　村　　　　　　　　　　併

大鳥部輿軌北花田帆船望臥大豆壕付・高屋新臥花田新臥琵香山、庭井新田を毘しその
区域をもって五箇荘村を設置する

大　鳥　鞘　　　　　　向　井　村　　　　　　A　　　併

大島取帽軋北洋付、遠里小野村、西富屋所臥七道付を匡しその区域をもって向井村を設置
する

大　　鳥　　郡

大鳥罰触俊行を触役付とする

大　　鳥　　郡

大鳥郡湊付を巻付とする

大　　鳥　　郡

触　　松　　村

寒　　　　　村

神　　石　　村

単　　　　　独

単　　　　　粒

合　　　　　併

大鳥郡上石津村、鋸尾付、市村を段しその区域をもって神石村を設置する

大　鳥　都　　　　　　浜　寺　村　　　　　　A　　　　併

i大鳥部下石津軋 船尾付、下付を院しその区域をもって棄寺村を設置する

大　鳥　部　　　　　　鳳　　　　村　　　　　　　　　　　併

大鳥郡長承寺村、北モ子付、大鳥札野代付を時しその区域をもって鳳村を設置する

大　鳥　郡　　　　　　苗　石　村　　　　　　合　　　　併

大島郡高石南村、高石北村、今在家付、新村を詫しその区域をもって高石村を設置する

大　鳥　郡　　　　　　叔　石　村　　　　　　A　　　　併

大鳥郡富木付、陸井付、土生村、新家付、大開付を匪しその区域をもって坂石村を設置する

和｝√・

†ノ

㈲ll〔

置　　　分　　　合　　　史　（績）

闊　　　義　　12

年　　月　　日

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　詔．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

市　　　部　　　名 町　　　村　　　名 ′処　分　の　形　態

大　鳥　都　　　　　　　電　田　村　　　　　　　合 併

大島郡革郵相、菱木村、上村、原田村を咤しその区域をもって鵜田村を設置する

大　鳥　郡　　　　　　八　田　荘　村　　　　　　　　　　　併

大島部八田北村、堀上付、南村、八田寺吋、毒穴村、家原寺付、平岡付を殿しその区域をもって
八田荘村を設置する

大　鳥　郡　　　　　　　深　　井　村　　　　　　　A

大島部深井付、土碍新田、畑山新田を羅しその区域をもって深井付を設置する

大　鳥　部　　　　　　　西召舌鳥村

大島部百済付、苫田軋西村、赤畑付を宛しその区域をもって西百舌鳥村を設蓋する

大　鳥　郡　　　　　　　中召舌鳥村　　　　　　　A

大島郡梅村・夕雲軌東村、金口相を詫しその区域をもって中百舌鳥村を設置する

大　鳥　都　　　　　　　東百舌鳥村　　　　　　　A

大鳥部土師軋士相田を謁しその区域をもって東百舌鳥村を設置する

大　　鳥　　郡

大鳥制、取付、八田付、
久世村を設置する

大　　鳥　　郡

大鳥菅田ヒ付、兄の山村、

大　　鳥　　部

大鳥部田圃村、辻之付、

大　　鳥　　都

久　　世　　村　　　　　　　　　A

併

併

併

併

併

乎井村、伏尾付、却田村、東山新札楢葉新田を酷しその区域をもって

東　陶　芳　村　　　　　　　A　　　　併

上之村、岩室付、福田付を誇しその区域をもって東陶器村を設置する

西　陶　器　村　　　　　　　　　　　　　併

契坂付、首裁寺付を跨しその区域をもって西陶器付を設置する

北　上　神　村　　　　　　　　　　　　　併

大鳥部大庭寺付、太平寺軋d、代軋野々井村、三木開村を躍しその区域をもって北上神村を設
置する

大　鳥　郡　　　　　　中　上　神　村　　　　　　合　　　　併

大鳥懲片倉付、豊田札田中軋栂村を罪しその区域をもって中上神村を設琶する

大　鳥　部　　　　　　帝　上　神　村　　　　　　A　　　併

大島部冨蔵相、釜宰相、鯖臥逆瀬川付、鉢ケ峯寺付を跨しその区域をもって南上神村を設置する

大　鳥　郡　　　　　　葉　木　多　村　　　　　　A　　　　併

大鳥郡上札檜尾付、大森軌別所村を羅しその区域をもって葉木多韓を設置する

和　泉　郡　　　　　　　信　太　村　　　　　　　　　　　　併

和泉部大村、中村・上札舞村、上代札王子付、尾井村、富秋札小野新田を跨しその区域を
もって信太付を設置する

和　泉　郭　　　　　　　上　条　付　　　　　　　　　　　　併

和泉部助松軋千原村、尾井千原村、赤札陸井付、甫曽根付、北曽根桂、二田付を殿しその区
域をもって上条付を設置する

和　泉　郡　　　　　　　大　津　村　　　　　　　合　　　　併

和泉部下条大津付、苧多大津村を汚しその区域をもって大津付を設置する

和　泉　部　　　　　　忠　岡　村　　　　　　合　　　　併

和泉邪忠岡付、馬瀬札北出村、高月相を托し、その区域をもって忠岡付を設置する

和　泉　郡　　　　　　穴　廊　村　　　　　　合　　　　併

和泉部豊中札饉原軋我孫子札穴田札弛涌軋宮村、虫取付を躍しその区域をもって大師
村を設置する



13　　11　　　徽

肘録3　　　　　　　　　　市　　　　町　　　　村　　　　廃

年　　月　　日

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4・1

明　治　22．4．1

明　治　22．4・1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4・1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22・4・1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

鴫もr一　　畳 介 合　　　史　（綬）

晴　　　線 14

市　　　部　　　名　　l　　　町　　　村　　　名 処　分　の　形　態

和　泉　郡　　　　　　　国　府　村　　　　　　　A　　　　併

和泉珊中村、井の口付、肥子軋和気相、小田村を咤しその区域をもって国肝村を設置する

和　泉　郡　　　　　　　伯　太　村　　　　　　　A　　　　併

和泉郵相大村、池上村、黒鳥村を犀しその区域をもって伯太村を設置する

和　泉　都　　　　　　　南　王　子　村　　　　　　　単　　　　独

和泉欝南王子相を甫王子村とする

和　泉　郡　　　　　　　部　荘　村　　　　　　　　　　　　　併

和泉郡観音寺付、桑原村、今在家付、一条院村、坂本村、専門村、今福付を跨しその区域をもっ

て郷混村を設置する

和　　泉　　郡　　　　　　　　北　池　田　村　　　　　　　　A　　　‾‾　併

和泉部池田下村、東本所用、伏屋新田、要望村を諸しその区域をもって北池田村を設置する

洞1　泉　　郡　　　　　　　　真　横　山　村　　　　　　　　合　　　　　併

和泉郡岡村、籍南村、九気相、塀尾付、菩在村、甫面刊村を殿しその区域をもって東槙山村を設
置する

和　泉　都　　　　　　　南　粗　田　村　　　　　　　A　　　　併

和泉部納花村、蔑町村、和田村、三林村、涌田村、鍛冶屋村、平井村、国分村、黒石村を陪しそ
の区域をもって甫弛田村を設置する

和　泉　郡　　　　　　　四　境　山　村　　　　　　　合　　　　併

和泉雪町下宮村、北田中村、坪井村、仏並村、d、野田村を匪しその区城をもって西横山村を設置す
る

和　泉　郡　　　　　　　両　横　山　村　　　　　　　合　　　　併

和泉都父鬼村、大野村を臨しその区域をもって両横山村を設置する

和　泉　群　　　　　　　北　松　尾　村　　　　　　　　　　　　　併

和泉郡等田村、箕形相、唐国村、内田村を鞄しその区域をもって北松島村を設置する

和　泉　都　　　　　　　南　松　尾　村　　　　　　　A　　　　併

和泉部久井付、春木村、松尾寺村、若澤村、春木町村を宛しその区域をもって両校島村を設置す
る

和　泉　部　　　　　　IU　　滝　　村　　　　　　　A　　　　併

和泉部内甑付、大沢村を跨しその区域をもって山滝村を設置する

南　　　　郡　　　　　　　山　直　上　村　　　　　　　A　　　　併

南部枝川軋稲葉付、山直中村、包近付を詫しその区域をもって山直上村を設置する

南　　　　部　　　　　　　出　直　下　村　　　　　　　A　　　　併

南部三田村、革揚軋今木村、東大路札田治米村、新在家村を躍しその区域をもって山直下村

を設置する

南　　　　部　　　　　　八　木　村　　　　　　　　　　　併

南部池尻村、大町付、西大路村、箕土路軌荒木村・下池田軋小松里村、額原村・中井付を隋

しその区域をもって八木村を設置する

甫　　　　都　　　　　　南　掃　守　村　　　　　　合　　　　併

甫那加守村、西之内机下役付、上敬礼尾生軌三ケ山新田を詫しその区域をもって甫掃守付
を設置する

帝　　　　　都

南軍春木村、聞上村、

北　掃　守　村　　　　　　　合　　　　併

戴l　〔

年　　月　　日

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．孔　1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．・1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

君区　　　名 町　　　村　　　名 処　分　の　形　態

帝　　　　都　　　　　　沼　野　村　　　　　　A　　　　併

南都沼村、野村、藤井村、別所村を琵しその区域をもって沼野村を設違する

南　　　　部　　　　　　岸　利　田　町　　　　　　A　　　　併

南部岸和田並松町、岸和田北町＼岸和田魚屋町、岸和日舞町、柳田本町、岸和田南町を庵しそ
の区城をもって岸和田町を設置する

甫　　　　　郡

帝都岸和田浜町を芹和田浜町とする

甫　　　　　都

南郡岸和田村を岸和田村とする

甫　　　　　郡

南郡土庄村、作才村、畑村、極楽寺村、

南　　　　　部

岸和田浜町　　　　　　　啓　　　　　治

岸　和　田　村　　　　　　　　単　　　　　独

土　生．郷　村　　　　　　　A　　　　　併

流木村を廃しその区域をもって土生舞村を設置する

肴　美　香　村　　　　　　　　合　　　　　併

南部神須匡札八田村・真上新田、土生滝村、阿間河港村を匪しその区域をもって看美香村を設
置する

宵　　　　郡　　　　　　　東　葛　城　村　　　　　　　合　　　　併

南部河合村、神於村、自原村、相川村、苓原村を露しその区域をもって東葛城村を設置する

南　　　　都　　　　　　　醇　葛　城　柑　　　　　　　合　　　　併

南部木鮒、馬場付、梅谷札大川札蕎原村、三ケ山村を蒔しその区域をもって脚村を設
置する

南　　　　部　　　　　　　島　　　　村　　　　　　　単　　　　独

南都島村を島村とする

南　　　　部　　　　　　　木　島　村　　　　　　　A　　　　併

南郡森村、三松村、水間村、名超村、清見村を跨しその区域をもって木島村を設置する

南　　　　郡　　　　　　　長　坂　町　　　　　　　A　　　　併

南部員射ヒ之町、貝坂西之町、貝塚甫之町、貝類近木之町、且坂中之町を箆しその区域をもって

員坂町を設置する

南　　　　都　　　　　　　麻　生　郷　村　　　　　　　A　　　　併

南部津田村、小瀬村．永台村、久保村、坂村、輝新町、海豹軋一海塚新町、麻生中村、鳥羽村、
新井村、半田村、篇田村を跨しその区域をもって麻生舞村を設置する

日　　棍　郡　　　　　　　北　近　墓　相　　　　　　　A　　　　併

日録部族浜村、神前村、加治村、畠中村、石才村を詫しその区技をもって北道義村を設置する

日　　限　　郡　　　　　　　　市　近　義　村　　　　　　　合　　　　併

日限郡沢村、浦田相、謹田村、堤村、王子村、鞄蔵里村、橋本村せ臨しその区域をもって甫近義
村を設置する

日　　枝　郡　　　　　　　北　中　道　村　　　　　　　A　　　　併

目視郡鵜原村、上瓦屋村、下瓦屋村、中庄村を蒔しその区域をもって北中適村を設置する

日　　抜　群　　　　　　　熊　坂　村　　　　　　　合　　　　併

日限郡大久保村、五門付、紺声村、野田付、七山村、久保村、小谷村、小軸村を誇しその区域
をもって熊取村を設置する

日　　棍　都　　　　　　　日　根　野　村　　　　　　　　　　　　　併

書竺の闇をもって〒髭す」斗二三竺〒竺「二



肘　　　義　　16

肘最3　　　　　　　　　市　　　　町　　　　村　　　　廉　　　恥

年　　月　　日

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22・4．1

明　治　22．4．1

明　治　22，4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　沿　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

市　　　部　　　名 町　　　村　　　名 堪　分　の　形1該

日　　限　　要望

日限郡佐野村を佐野相とする

日　　限　　君区

日棍笥上之終付を上之郷村とする

目　　視　　部

佐　　野　　村

上　之　郷　村

長　　滝　　村

日限部長滝村を長滝村とする

日　　猥　　郡　　　　　　　　南　中　通　村

単　　　　】蜂

単　　　　　独

単　　　　　独

A　　　　　併

日限郡安松村、岡本付、櫻井付を詫しその区域をもって南中適村を設置する

日　　枝　郡　　　　　　　大　土　村　　　　　　　A　　　　併

日限邪土丸村、大水村を掩しその区域をもって大土付を設置する

日　　棍　郡　　　　　　　田　尻　村　　　　　　　　　　　　併

日板部書見村、貰禅寺吋を罷しその区域をもって田尻付を設置する

日　枝　郡　　　　　　新　家　村　　　　　　　　　　　併

日墳部新家村、計所村、兎田村を跨しその区域をもって新家付を設置する

日　限　郡　　　　　　東　信　連　村　　　　　　A　　　　併

日限邪六足付、金講寺付、礪畑札童子畑村、葛煙村を匪しその区域をもって東信連村を設置す
る

日　　板　郡　　　　　　　北　信　達　村　　　　　　　A　　　　併

日根部大領代付、市傷付、牧野付、岡中村を箆しその区域をもって北信遠村を設置する

日　　航　部　　　　　　　西　倍　達　村　　　　　　　A

日限部岡田村、北野村、中小路付を酷しその区域をもって西信連村を設置する

日　　醍　郡　　　　　　　堆　信　連　村

日掛溺男立付、幡代村札馬場付を謁しその区域をもって雄信連付を設置する

日　　額　　郡

日限部鳴滝村を鳴滝付とする

目　　視　　都

日枝部縛井村を障井村とする

目　　一限　　郡

併

併

噂．r」∴．￥、

鳴　滝　村　　　　　　　卑　　　　猥

樽　　井　村　　　　　　　単　　　　沖

尾　崎　村　　　　　　　単　　　　独

日限部屋峰村を尾崎村とする

日　掛　都　　　　　　東　鳥　板　材　　　　　　A　　　　併

目視邪黒田村、下出棺、鳥攻中村、自然田村、石田札桑畑札山中村を誇しその区域をもって

東息味付を設置する

日　額　郡　　　　　　西　島　坂　村　　　　　　A　　　　併

日額部涯覇手付、新村を掩しその区域をもって西鳥坂村を設置する

日　限　部　　　　　　　下　荘　村　　　　　　　A　　　　併

日限邪馨付、見新村、箱作臥山中新田を罷しその区域をもって下荘村を設置する

日　　限　郡　　　　　　　淡　輪　村　　　　　　　単　　　　融

日航部課輪村を淡輪付とする

日　　航　　郡

日掛部深日付を‡粟日付とする

深　　日　　村 単　　　　独

置　　　　分　　　　合　　　　史　（舵）

年　　月　　日 市　　　部　　　名 町・　村　　　名 処　分　の　形】襲

明　治　22．4．1

明　治　22．4・1

明　治　22．4・1

明　治　22．4．1

1明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

朗　拾　22．4．1

明　治　22．4・1

朋　拾　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

日　　限　　郡

日掛郡孝子村を孝子村とする

日　　棋　　郡

孝　　子　　村 単

多　芸　川　村　　　　　　　　合

日限部谷川村、東鯉付、西畑村、小島付を羅しその区域をもって多京川村を設置する

石　　川　　郡　　　　　　　　一富　田　林　村

石川部富田林村、老人谷村を茫しその区域なもって富田林付を設置する

石　　川　　郡　　　　　　　　新　　里　　村

石川君隣監村、中野付を箆しその区域をもって所望村を設置する

石　　川　　部　　　　　　　　首　　志　　村

石川部喜志村を高志付とする

石　　川　　部　　　　　　　　大　　伴　　村

独

併

併

併

洩

併

石川郡宵大伴村、北大伴付∴板持吋、山中田村、別井付を姥しその区域をもって大伴付を設置す
る

石　　川　　郡　　　　　　　　石　　川　　村　　　　　　　　A

石川郡大ケ坂村、東山付、出城村、－須習村を躍しその区域をもって石川村を設置する

石　　川　　郡　　　　　　　i耗　　長　　村　　　　　　　　A

石川部オ子付、葉軍臥春日村を搾しその区域をもって消長村を設置する

石　　川　　郡　　　　　　　　山　　田　　村

石川郭叫田村、糊付を臆しその区域をもって山田村を設置する　■

石　　川　　郡　　　　　　　　白　　木　　村

石川部自木村、平石付、加納付、寺田村を膵しその区城をもって白木付を設置する

石　　川　　部　　　　　　　　河　　内　　村

石川部弘JIH寸、上河内村、下河内部、持尾付を羅しその区域をもって河内村を設置する

石　　川　　郡　　　　　　　　中　　　　　村

併

併

石川部中村、馬谷村、芹生谷付、神山村、寛弘寺紺を汚しその区域をもって中村を設置する

石　　川　　郡　　　　　　　　赤　　阪　　村　　　　　　　　合　　　　　併

石川耶森塁村、水分村、河原辺付、詞山村、川野辺村を埼しその区域をもって赤坂村を設置する

石　　川　　郡　　　　　　　　千　　早　　村　　　　　　　　　　　　　　併

石川笥千早付、中津原村、書年村、小吹村、東坂村を詫しその区域をもって千早村を設置する

石　　川　　郡　　　　　　　　東　　条　　村　　　　　　　　A

石川溺竜泉付、甘両院村、佐備付を時しその区域をもって東条付を設置する

銅　　を仁　　君鰐　　　　　　　　甘　　山　　村　　　　　　　　A

鍋闇闇は1川寸、新家付、甲田村、加太新田を咤しその区域をもって甘山村を設置する

錦　　普β　　郡　　　　　　　　一線　　部　　村

鍋軍部弟瓢付、鏑ぎ噺田、伏山新田を施しその区域をもって鍋等村を設置する

三浪　　普β　　郡　　　　　　　　彼　　方　　村

細部牒彼方付＼板持吋、横山甲、伏見竺村、徳村を跨しその区域をもって彼方付を設置する

錦　　部　都　　　　　　　　市　新　野　村　　　　　　　　　　　　　併

錦邪周市村、市村新田、向野付を詫しその区域をもって市新野付を設置する



17　　　肘　　　轟

附轟　3 市　　　　町　　　　村　　　　廃

年　　月　　日 市　　　郡　　　名 町　　　村　　　名 処．分　の　形　態

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22，4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　J2．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

錦　　部　　郡　　　　　　　　長　　野　村　　　　　　　　　　　　　併

鏡部郡長野村、古野札野作付、酉代村、原札上原付を銘しその区域をもって長野村を設置す
る

鮪　部　郡　　　　　　　高　向　村　　　　　　　A　　　　併

斜部部首向付、日野村、滝締付を陣しその区域をもって高向付を設置する

鍋　　部　　郡　　　　　　　　天　　野　　村　　　　　　　　合　　　　　併

細部部小山田村、下里付、天野村を誇しその区域をもって天野村を設置する

鍋　　郡　　部　　　　　　　三　日　市　村　　　　　　　　A　　　　　併

錦部郡三日市村、上田村、喜多相、小塩村、片部村を苑しその区域をもって三日市村を設屠する

鏡　　部　　が　　　　　　　加　賀　田　村　　　　　　　　　　　　　　併

鏡部郡加賀田村、石仏村、唐久谷付を茫しその区域をもって加賀田村を設置する

錦・部　　郡　　　　　　　　大　息　　村　　　　　　　合　　　　　併

鍋部郁夫見付、清水付、岩瀬付、流谷村を羅しその区域をもって天見付を設置する

鍋　　部　　都　　　　　　　　川　　上　　村　　　　　　　　　　　　　　併

錦部数J、深付、風位付、寺元村、河合寺付、鳴渡村、太井村、石見川村を跨しその区域をもって
川上村を設置する

古　　市　　郡　　　　　　　　古　　市　　村　　　　　　　　合　　　　　併

古市郡古市付、誉田村、縦井村、群墓相を羅しその区奴をもって古市付を設置する

古　　市　　君匹　　　　　　　　的　ケ　谷　村　　　　　　　　A　　　　　併

古市郡的ケ谷村、大黒村、通法寺付、蛮井村、飛鳥村を跨しその区域をもって的ケ谷村を設贋す

ろ

古　　市　　郡　　　　　　　　西　　浦　　付　　　　　　　　合　　　　　併

古市郡西浦村、蔵の内村、東坂田付、ノミ度村、広瀬梓を酪しその区奴をもって西浦村を設置する

等　宿　郡　部　　　　　　　　回　　分　　村　　　　　　　　単　　　　　東

軍宿部繋国分相を国分付とする

安　宿　部　君買　　　　　　　　主　　手　　相　　　　　　　　／へ　　　　　併

安宿溜部王手付、片山村、円明相を鰐しその区量弦をもって玉手村を設置する

丹　　南　　離　　　　　　　　昆　　野　　村　　　　　　　　　　　　　　併

丹南雛藤井寺付、野中村、岡村を琵しその区ち更をもって良野村を設置する

丹　　南　　郡　　　　　　　　高　　鷲　　村　　　　　　　　　　　　　　併

丹南郡南島泉村、南宮村、北宮村、西川村、丹下村、月北郡島泉村、東大坂村を咤しその区域を

もって高覧付を設置する

丹　　南　　郡　　　　　　　　埴　　生　　村　　　　　　　　　　　　　　併

丹南部伊賀村＼向野村、埴生野新田、野々上村を咤しその区域をもって埴生村を設置する

丹　　常　　郡　　　　　　　　丹　　比　　村　　　　　　　　　　　　　　併

丹南郡部戸村、多拾井村、河政派村、野村、樫山村を咤しその区域をもって丹比付を設置する

：丹　　南　　郡　　　　　　　　丹　　南　　村　　　　　　　　上、　　　　併

丹南郡丹南村、丹上村、東福寺村、大保村、／ケ井村を托しその区域をもって丹南付を設置する

丹　　南　　郡　　　　　　　　黒　　山　　村　　　　　　　　合　　　　　併

丹南都黒山村、阿弥村、太井村、南余部村、北余部村を粍しその区域をもって黒山村を設置する

置　　　分　　　合　　　史　（棍）

附　　　農　　　相

年　　月　　日

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22・4・1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．ユ

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

市　　　部　　　名 町・　村　　名　　　■　　勉．分　の　形　態

丹　南　部　　　　　　　平　尾　村　　　　　　　合

丹南認平尾付、小平尾付、菅生村を沌しその区域をもって平尾付を設置する

併

丹　南　郡　　　　　　　邸　田　村　　　　　　　　　　　　併

丹南肇北野田村、南野田村・高松軋丈六村、西野新田を跨しその区域をもって野田村を設置す
る

丹　南　郡　　　　　　　日　置　荘　村　　　　　　　　　　　併

丹南郡西村・北机原音札田中新田を琵しその区域をもって日置荘村を設置する

丹　南　雪巧　　　　　　　大　州　村　　　　　　　A　　　　併

丹南彗首唱堺田、高松新札院茶屋新田を際しその区域をもって大仲村を設置する

乃　蒲　郡　　　　　　三　部　村　　　　　　合　　　　併

丹南郡貰葉木研臥酉11所乱山木新札大野新乱今還付、岩茎村を跨しその区域をもって三
都付を設置する

丹　南　郡　　　　　　狭　山　村　　　　　　A　　　　併

丹南部池尻札半田村、東野相を茫しその区域をもって狭・l＿肘を設置する

八　上　郡　　　　　　　金　岡　村　　　　　　　合　　　　併

八上郡金田相、昌曽頓行を琴しその区域をもって金岡相を設■貰する

八　上　郡　　　　　　　南　八　下　村　　　　　　　　　　　　併

八上郡菩提付、大野村・小寺軋野尻吋、石原付を曙しその区域をもって商八下付を設置する

八　上　郡　　　　　　　北　八　下　村　　　　　　　A　　　　併

八上郡率吋、河合村、野遠軋南花田村を拷しその区城をもって北八下村を設置する

志　紀　刊　　　　　　道　明　寺　村　　　　　　A　　　　併

志紀讐道明寺相、北条村、国府村、船橋相、大井を韓しその区域をもって道明寄付を設置する＿

志　紀　部　　　　　　　沢　田　村　　　　　　　合　　　　併

志紀肇沢田韓、古窒付、林村を堅しその区域をもって沢田村を設置する

志　　紀　　郡　　　　　　　　づ＼　巾　　村　　　　　　　　A

志紀部小目村、増ヒⅦ小月村、津空相を跨しその区域をもって小山付を設置する

志　紀　　邦　　　　　　　聖　　凍　村　　　　　　　合

志患部隼原村、市村新田を覧しその区域をもって轄原村を設置する

志　紀　　郡　　　　　　　　大　　田　　村　　　　　　　　合

意紀珊太田村、宥付、丹北部太田村を羅しその区域をもって大田村を設置する

志　　紀　　郡　　　　　　　　三　大　本　村

志蟹郡膏木不軌北木木村、丹北瀾木本付を詫しその区域をもって三木本村を設置する

志　　寮己　　君臣　　　　　　　　　志　　紀　　村　　　　　　　　　A

志紀Ⅶ田井中村、弓削村、老原村、天王寺望新札二俣新田を跨しその区域をもって志紀村を設
置する

乃　　北　　郡　　　　　　　　長　　岩　　村　　　　　　　　A

糊北部六反村、ノ出戸村、長原村、川辺村を匪しその区域をもって長音付を設置する

丹　　北　　部　　　　　　　　瓜　　破　　村　　　　　　　　A

ブ湖ヒ部東瓜破村、声瓜吸付、幕臣新田を蕗しその区域をもって瓜破付を設置する



19　　　附　　　銀

附録　3 市　　　　町　　　　村　　　　廃

年　　月　　日 市　　　郎　　　名

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22・4．1

明　治　22．4．1

明　治　22・4・1

明　治　22．4．1

明　治　22．4・1

明　治　22・4．1

明　治　22・4・1

明　治　22．4．1

明　治　22・4・1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．－1

明　治　22・4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

丹　　北　　部

乃北で8住道村、矢田部村、

丹　　北　　部

丹北部池内付、城遷寺村、

る

町　　村　　　名　　l　　4匹　分　の　形　態

矢　　田　　村　　　　　　　　A　　　　　併

枯木村、冨田新田を詫しその区域をもって矢田村を設置する

天　　莫　　村　　　　　　　　　　　　　　併

弛上付、若付、我質村、据付を咤しその区域をもって天実相を設置す

丹　北　都　　　　　　　布　忍　村　　　　　　　　　　　　併

書北部甫木村、清水付、電池村、向井村、東代村を膣しその区域をもって布忍村を設置する

丹　北　部　　　　　　　松　原　村　　　　　　　A　　　　併

丹北雪隔見付、上田軋阿相、新堂村、立郵相、西大坂付、阿保持、田井拭村を跨しその区域を
もって訟原村を設置する

．丹　北　郡　　　　　　　三　宅　村　　　　　　　単　　　　独

丹北部三宅村を三宅付とする

丹　北　部　　　　　　　恵　我　村　　　　　　　A　　　　併

丹北部別所村、－潜屋村、小机付、大離村、若林村を躍しその区域をもって恵我村を設置する

大　深　郡　　　　　　　賢　下　村　　　　　　　A　　　　併

大媒郡高井田村、安掌村、大平寺札大損村、平野礼法善寺村を跨しその区域をもって聖下付
を設置する

大　損　郡　　　　　　堅　上　村　　　　　　合　　　　併

大袋郡脛多馬油村、青谷付、峠付、本望村を匪しその区城をもって竪上村を設置する

扇　安　部　　　　　　　開　高　等　村　　　　　　　A　　　　併

高安終敦異寺付、垣内付、黒谷軋恩智札大農郡神宮寺拝を躍しその区域をもって常高安相を
設置する

貰　軍　部　　　　　　申　高　安　村　　　　　　合　　　　併

音質郡部珊寸、服瓢川村、山柵付、大監村、万願寺村を琵しその区域をもって中高安付を設置す
る

高　安　郡　　　　　　　北　高　買　付　　　　　　　A　　　　併

高安郡楽音奇相、大竹柑・神事札水越村、干象村を露しその区域をもって北高安相を設置する

河　　内　　郡　　　　　　　　日　限　市　村　　　　　　　　A　　　　　併

河内郡日下村、善棍寺帆布市村、河内崖南新田を羅しその区域をもって日限市村を設置する

河　　内　　郡　　　　　　　　大　　戸　　村　　　　　　　　A　　　　併

河内部芝村、芝神並村、神並村∴植附村を匪しその区域をもって大戸村を設置する

河　　内　　郡　　　　　　　　枚　　岡　　村　　　　　　　　合　　　　　併

河内朝出雲井村、豊浦付、額田村を辟しその区域をもって枚同村を設置する

河　　内　　郡　　　　　　　　枚　河　南　村村　　　　　　　　A　　　　　併

河内郡河内付、四条付、横〟、路付、六孟春村を匪しその区域をもって牧師南村を設置する

河　　内　　郡　　　　　　　　弛　　島　　村　　　　　　　単　　　　　独

河内部池島村を弛島村とする

河　　内　　郡　　　　　　　　三　野　郵　相　．　　　　　A　　　　　併

河内部上の島村、福富寺相、市場村、君江郡玉井新田を韓しその区域をもって三野好村を設置す
る

河　　内　　部　　　　　　　　英　　田　　村

河内詔書田村、ノ松原付、水走付を露しその区域をもって英田村を設置する

A　　　　　併

√一．　置　　　分　　　合　　　史　（統）

射　　　線　　　20

年　　月　　日

明　治　22．4．1

明　治　22・4・1

明　治　22．4・1

明　治　22．4・1

明　治　22．4・1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22・4・1

明　治　22．4・1

明　治　22・4・1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

市　　　郡　　　名 町’　村　　　名　　l　　　処　分　の　形　態

河　　内　　郡　　　　　　　　東　六　郷　村　　　　　　　　　　　　　　併

河内郡今米村、川中新田、吉原村、申新開村、苦汁郡加納村を跨しその区】戒をもって東六郷村を

設置する

芳　江　郡　　　　　　　八　尾　村　　　　　　　合　　．　併

妻江郡八尾町、大信寺新田、西郷付、東郷村、木戸村、庄の内村、威法事付、今井村、別宮札
八尾座村、穴大村、佐堂村、薫振村、八尾中野村、山本新田、万、坂今村を箆しその区域をもって

八尾付を設置する

君　　江　　郡　　　　　　　　曙　　川　　村　　　　　　　　合　　　　　併

君江部八尾木村、東弓削付、＿託坂村、妃村新田、刑部村、中田村を殿しその区域をもって確川村
を設置する

君　　江　　郡　　　　　　　　四　　部　　村　　　　　　　　単　　　　　独
君江市西部村を西部村とする

君　　江　　郡　　　　　　　　弥　　戸　　村　　　　　　　　A　　　　　併

君江郡長井村、近江墓相、小吉江村を誇しその区域をもって弥戸村を設置する

君　　江　　君謳　　　　　　　　宕　　江　　村　　　　　　　　A　　　　　併
君江部君江北村、衰江南村を宛しその区域をもって薯江村を設置する

君　　江　　郡　　　　　　　　dヽ　　坂　　村　　　　　　　　　　　　　　併

君江郡上々、擬村、中小坂村、下小阪村、窒持付を臨しその区域をもって小坂村を設置する

君　　江　　郡　　　　　　　　高　井　田　村　　　　　　　　合　　　　併

君江郡高井田村、新手田新田、森河内村を宛しその区城をもって貫井田村を設置する

芳　　江　　都　　　　　　　　意1度　部　柑　　　　　　　　A　　　　　併

君田：群御厨付、新家村、荒本村、蒙置中新田、菱屋東新田を躍しその区I戒をもって意較部村を設
置する

君　　江　　郡　　　　　　　　横　　板　　村　　　　　　　　A　　　　　併

君江邸稲田村、梶本折田、長打付、西堤村、川俣村到薙しその区域をもって靖限村を設置する

若　　デ［　郡　　　　　　　　玉　　川　　村　　　　　　　　A　　　　　併

君江部瓜生望村、酉岩田村、稲葉村、菱江村を頗しその区域をもって玉川村を設置する

君　　江　　部　　　　　　　　西　六　郷　村　　　　　　　　A　　　　　併

君江部本庄村、中野村、墳枕棺、箕輪付を諸しその区城をもって西六郷村を設置する

君　　江　　郡　　　　　　　　北　　江　　村　　　　　　　　合　　　　　併

君江郁新庄村、鴻池新田、三島新田を掩し、その区量戒をもって：化江村を設置する

渋　　川　　郵　　　　　　　　毒　　筆　　村　　　　　　　　A　　　　　併

渋Jll帯植役付、渋川村、中村、太子堂村、亀井村、竹糊付を詫しその区域をもって毒筆村を設置する

渋　　川　　部　　　　　　　　久　宝　寺　村　　　　　　　　合　　　　　併

渋川郡久宝寺付、顔狂寺新田、三津村新田を謁しその区域をもって久宝寺村を設置する

渋　　川　　郡　　　　　　　　加　　実　　相　　　　　　　　合　　　　　併

渋川郡鞍作新家村、礁作付、鞍作付、1三党寺付、乾村を廃しその区I戒をもって刀†実相を設置する

渋　　川　　郡　　　　　　　　長　　瀬　　村　　　　　　　　合　　　　併
渋川部金岡新臥大運相、衣照付、桓田村、吉松新田、北蛇首相、帝蛇宰相を跨しその区I戒をも
って長瀬村を設置する

渋　　川　　郡　　　　　　　：布　　施　　村　　　　　　　　A　　　　　併

渋川郡大平寺村、岸田壁材、永和村．荒川村、東足代村、菱屡西新田を庶しその区域をもって布

施村を設置する

渋　　川　部　　　　　　　異　　　　相　　　　　　　A　　　　併

渋川部四条付、大地村、伊賀ケ村、矢柄村、西足代村を廃しその区城をもって実相を設置する



21　　附　　　繰

肘録　3 市　　　　町　　　　村　　　　廃

年　　月　　日 部　　　名 町　　　村　　　名 処　分　の　形　態

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4，1

明　治　22．4・1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　拾　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22・4．1

英　　田　　郡　　　　　　　　守　　口　　町 合　　　　　併

芙田郭守口町、士官付を陪しその区域をもって守口町を設置する

英　　田　　郡　　　　　　　　三　　郷　　村　　　　　　　　　　　　　　　併

英田罰東橋渡付、醐付、高瀬吋、寺方村を跨しその区域をもって三郷村を設置する

：天　　田　　難　　　　　　　　語　　堤　　村　　　　　　　　　　　　　　併

英田郡諸口付、横碇村、三島新田を咤しその区域をもって諸舞付を設置する

英　　田　　郡　　　　　　　　今　　津　村　　　　　　　　A　　　　　併

安田肇今津村、三組新田を詫しその区城をもって今津村を笥置する

安　　田　　郡　　　　　　　　古　　宮　　村　　　　　　　　A　　　　　併

蓑田溺下村、安田吋、奨野村、糞村を隋しその区域をもって古宮村を設置する

茨　　田　郡　　　　　　　門　真　村　　　　　　　A　　　　併

英田部門真相、桑才付を詫しその区域をもって門真付を設置する

美　　田　　部　　　　　　　　二　　島　　村　　　　　　　　A　　　　　併

安田邪碑島村、三ツ島村を匪しその区域をもって二島村を設遣する

素■　　田　　都　　　　　　　　南　　郵　　相　　　　　　　　A　　　　　併

英田邪御領付、氷野付、赤井軋太子田村、諸霜付、新田付を汚しその区域をもって南郷付を設
置する

安　　田　　部　　　　　　　　四　　宮　　村　　　　　　　A　　　　　併

栗田部上島頭付、下島頭吋、巣本村、岸和日付、上馬伏村、下馬伏村を詩しその区域をもって四
宮村を設置する

安　　田　　部　　　　　　　　大　和　田　村　　　　　　　　合　　　　　併

安田部署称寺付、野口村、横地付、打越付、北島吋を曙しその区域をもって大和田付を設置する

：　巽・田　都　　　　　　　塵　覆　村　　　　　　　A　　　　併

美田部佐太付、大日村、大壷七寄付、八雲吋、東付、北村、藤田村、金田付、木尾付を拓しその
区域をもって蜃窪村を設置する

：矢　　田　　部　　　　　　　　九　笥　荘　村　　　　　　　　A　　　　　併

安田瓢池田村、葛原村、大利付、神田村、悪例付、対馬汀村、原村、f二部専行、点野村を宛しそ

の区域をもって九箇荘付を設置する

安　　田　　郡　　　　　　　　友　呂　肢　柑　　　　　　　　A　　　　　併

英田郡部付、三井吋．田井村、木星村、平池村、石津村、太閤付を跨しその区域をもって友呂肢
村を設置する

蒙　　田　　郡　　　　　　　　瑳　　位　　相　　　　　　　　A　　　　　併

：矢田部出口付、走谷付、中振付を跨しその区域をもって臣毘村を設置する

英　　田　　郡　　　　　　　　枚　　方　　町　　　　　　　　A　　　　　併

安田部三矢軌涯町村、伊加賀村、枚方村、岡村、固新町付を誇しその区域をもって枚方町を設
置する

交　　野　　筆写　　　　　　　　水　　本　　村

交野嘗隈屋付、打上付、燈油村を誇しその区城をもって水木付を設置する

交　　野　　郡　　　　　　　　星　　田　　村

交野郡毎日付を星田村とする

交　　野　　郡　　　　　　　　川　　尭蜜　　柑

合　　　　　併

単　　　　　組

A　　　　　併

交野郡村野付、田宮付、山の上村、茄子作付を躍しその区域をもって川越付を設置する

「・一　　置　　　分　　　合　　　史　（耗）

附　　　鍵　　　22

年　　月　　日

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22・4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22，4．1

明　治　22・4．1

明　治　22．4．1

明　治　22，4．1

明　治　22．4．1

明　治　22．4．1

明　治　22，4．1

明　治　22．4．1

明　治　23．4．1

明　治　24．2．25

明　治　27．2．10

市　　　部　　　三石 町　　　村　　　名 ノ哩　分　の　形　態

交　　野　　部　　　　　　　　津　　田　　村

交野都津田付、野村、春日村を宛しその区域をもって津田村を設置する

交　　野　　郡　　　　　　　　交　　野　　村

交野溺郭津村、倉給付、私部付を詫しその区域をもって交野相を設置する

交　　野　　部　　　　　　　　署　　船　　村

A　　　　　併

併

A　　　　　併

交野部傍元付、寺付、森村、私市村を詫しその区域をもって磐船村を設置する

交　　野　　郡　　　　　　　　氷　　室　　村　　　　　　　　　　　　　　併

交野溺杉村、延寺村、穂谷村を殿しその区革まをもって氷室村を設置する

交　　野　　郡　　　　　　　　菅　　原　　村　　　　　　　　　　　　　　併

交野部長尾村、藤額村を羅しその区域をもって菅原付を設置する

交　　野　　郡　　　　　　　　山　　田　　村　　　　　　　　　　　　　　　併

交野郡中宮付、甲斐田村、片鉾付、田口村を臨しその区】戒をもって山田付を設置する

交　　野　　部　　　　　　　　牧　　野　　村　　　　　　　　A　　　　　併

交野郡禦野村、磯島付、諸相、（卜倉付∴坂村、宇山付、養父付、上島付、下島付を屍しその区城
をもって枚野村を設置する

交　野　郡　　　　　　　招　　硬　　村　　　　　　　単　　　　独

交野郡招堤付を招壁付とする

交　　野　　郡　　　　　　　　青竜　　葉　　村　　　　　　　　A　　　　併

交野部船橋付、靖宴付を露しその区域をもって樟薫村を設置する

讃　　足　　部　　　　　　　　住　　道　　村　　　　　　　　A　　　　　併

讃良笥尼崎新田、横山新田、中村新田、三個付、御供田村、灰坂村を躍しその区域をもって住道
村を設置する

讃　　島　　部　　　　　　　　四　　条　　村　　　　　　　　A　　　　　併

讃尾部北＝集村、野埼相、竜開村、寺川付、中垣内札栗野新田、深野北朝田、深野菊新田を発し
その区域をもって四条付を設置する

讃　　艮　　郡　　　　　　　　甲　　可　　村　　　　　　　　A　　　　　併

讃長都岡山付、砂村、蔀崖付、中野村、清滝村、逢坂付、甫野村を匪しその区域をもって甲可村

を設置する

課　　長　　都　　　　　　　　田　　庶　　村　　　　　　　　合　　　　　併

課長郡上田原机下田原付を陪しその区域をもって田原村を設置する

讃　　旦　　那　　　　　　　　豊　　野　　村　　　　　　　　合　　　　併

謡良郡国吸付、妻軋太秦軌高富付、小路付を掩しその区域をもって豊野付を設置する

書茸　　長　　都　　　　　　・笹　屋　川　村　　　　　　　　　　　　　　併

深長部木田付、萱島流作新札堀清村、河北村を蒔しその区域をもって額堅川村を設置する

志　　紀　　郡　　　　　　　　道　明　等　村　　　　　　　　A　　　　　併

志紀郭道明奇相及び沢田村を段しその区域をもって道明寺村を設置する

大　　鳥　　郡　　　　　　　　神石村、服属付

大鳥郡神石付を跨しその区域を分ちて神石村及び奔馬付を設置する

堺　　　　　市

大鳥部向井村のうち大字七道を詫しその区域を堺市に編入する

分　　　　　割

分　割　編　入



23　　　附　　　隷

肘録　3 市　　　　町　　　　村　　　　廃

年　　月　　日 市　　　邸　　　宅 町　　　村　　　名 処　分　の　形：態

明　治　27．10．25

明　治　27．11．10

明　治　29．4．1

明　治　29．4・1

明　治　29．4．1

明　治　29．4．1

明　治　29．4．1

明　治　29．4．1

明　治　刀．4．1

明　治　29．4．1

明　治　29．4．1

明　治　29．5．4

明　治　29．8．8

明　治：刀．4．1

明　治　3）．4．1

住　　書　　郡　　　　　　　　依射す、長居村

住吉部俵屋付を跨しその区域を分ちで晩擢付及び長居村を設違する

大　鳥　　郡　　　　　　　上　神　谷　村

大鳥郡中上神村及び甫上神村を羅しその区域をもって上神谷村を設置する

東　　成　　部

住吉都及び東成郡を跨しその区域をもって東成部を設置する

三　　島　　君臣

島上郡及び島下郡を‡薙しその区城をもって三島部を設置する

豊　　能　　郡

豊島部及び能勢郡を殿しその区域をもって豊能都を設置する

最　　北　　部

大島郡及び和泉都を宛しその区城をもって泉北郡を設置する

泉　　南　　君邑

帝都及び日浜部を躍しその区！或をもって最南部を設置する

南　河　内　都

分　　　　　割

合　併、改．称

A　　　　　併

合　併、改　称

合　併、改　称

合　併、改　称

合　併、改　称

合　併、改　称

石町郡∴鍋部‾肇、古市郡、安宿部郡、丹南郡、八上郡及び志紀郡を詩しその区！或をもって甫河内

郡を設置する

中　河　内　部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　併、改　称

丹北濁、大損郡、高安邪、河内郡、君江郡及び渋川郡を臣しその区域をもって中河内郡を設置す
る

北　河　内　郡

兼田都、交野郭及び讃足部を賭しその区域をもって北河内部を設置する

中　河　内　君ら

南河内簡三木本村を中洞内部に編入する

南　河　内　君堅

南河内部長野村を藤井寺村と改称する

南　河　内　要覧

南河内部富田林村を町とする

三　木　本　村

蓮　井　寺　村

富　田　林　町

合　併、改　林

部　界　変　更

改　　　　　称

昇格（町制施行）

大　　阪　市　　　　　　　　東　　　　　区　　　　　　　　編　　　　　入

東成郡東平野町、玉造町、西高津村、清堀村、罷様相のうち大阪鉄道側換路敷地東端と拷問

川の】費する所より甫l・霊泉洛敷地、東端以西、同じく北は猫間Jl似西すなわち大字山、橋の全部、木
野の1部、東小橋の1部及び中本付のうち猫関川以西すなわち大字古屋敷の全瓢．森の1部、中

道の1部を跨しその区城を大等反市東区に編入する

大　　阪　市　　　　　　　　西　　　　　区　　　　　　　　編　　　　　入

西成郵九条村、三軒家村、天保町、川南村のうち大洋川以西すなわち大字粒渡島、中ロ新田、今

木新臥千島新田、南恩加島新臥千歳新田、石田新臥　田中新札　平尾新田、炭屋新田、泉

尾新聞、小林新田、岡田新田、北恩加島新田、水屋新田、漠屋新田、八幡屋新田、市岡新田、池

山新臥　前田置新臥　池田新札　北福崎新田、宵福崎新田の全部川］㍍寸？うち伝法川以南すな
わち春日出新田、再新田、四貫島、六軒家新田、恩賞島新田、島屋新田、本酉島＝所臥　常吉折田、

西野新円、西九条、築地の全臥秀野新田の大瓢及び伝法村のうち、大字北伝法字東明石島∴甫
伝法字甫十の割堤防敷蜘とその以西を詫しその区域を大阪市西区に編入する

t
T
ノ
，
－
↑
一
．
・
〓
悠
五
　
、

や

置　　　分　　　合　　　史　（続）

年　　月　　日

明　治：刀．4．1

明　治：0．4．1

明　治　3）．4．1

明　治：犯．4．1

明　治　刀・4・1

明　治　30．4．1

明　静　ま）．4．1

明　治　刀．4．1

明　治：氾．4．1

明　治　31．10．14

明　治　31．10．14

明　治　32・3．30

明　治　32．7．17

明　治　器．4．1

市　　郡　　　名 町’　村　　　名

精　　　義　　　2f

処　分　の　形　態

大　阪　市　　　　　　甫　　　区　　　　　　編＿　　　入

東武都天王寺付のうち大阪鉄道本線と鞠の分餃する所よ帽【渦姿蜘胴じく北は
線路敷地東端以西すなわち大字天王寺の大部、生野村のうち

すなわち大字国分の1部、西成郡西淡町、津波村、木封のうち膀僻街道より

の北を通ずる道路の南端以北及び字開き東の樋より開き大桶に逢す井路以北同じく東は大阪鉄道
本線線路敷地南端頻北すなわち字北島、北川乱望面、前臥四壊・東上ケ畑、東川代臥西上ケ
札土瓶Jll、東浦、三石島、潮袖若干基・須賀、撞矛、八郷、敷津、広鉾、茅清、刺の全
部及び今宮相のうち大阪鉄道本線線路敷地南撞瑚bすなわち字広膝、北の辻、田中、甫口、南油
小臥嘗臥高橋、橿原・馬札居湖水渡、長柄、西野．西野鳥滑、水渡、水沫釜ケ怯、釜ケ吼
西浦、町裏、関谷、牛ケロ・高岸、山の諷神官取高辻、水臥八円の全部を咤しその区域を
大阪市甫区に編入する

大　阪　市　　　　　　北　　　区　　　　　　編　　　入

東成郡鎗江村のうち大阪鉄道瑚巌路帆西すなわち大字蒲生の1弧新喜多新田の1

部、都島村のうち大字善源寺字九ケ悪水路の右岸以西すなわち大字善源寺、中野、沢上江の全乱
野田村のうち字東七反田の西を通ずる井路の左岸以西、西成浄化野付、曽根略村、上福島机下怒

島村、川格付のう‾ち字西痢－Ll悪水路の右岸以南、野田村のうち、中津川以東及び豊崎村のうち大

字国分寺及び本庄字東漁小田1番地以甫・字浮田824番嘲巳より字中野476番地の北に通ずる適格
の北嶋以南、大字甫染字芦原・等田及び石極を通ずる悪水路の右触南、すなわち大字国分寺の
全部、本庄の1部、再演の1部を諸しその区域を大阪市北区に編入する

東　成　市　　　　　　城　北　村　　　　　　編　　　　入

東成酪都島村のうち大阪市に編入した残部の区域を露しその区域を城北付に編入する

東　成　群　　　　　　競　江　村　　　　　　編　　　　入

東成朝野田村のうち大阪市に編入した残部の区域を馬しその区域を鎗汀村に編入する

東　成　郡　　　　　　鶴　梅　村　　　　　　編　　　　入

東成部天王寺付のうち大阪鉄道城東昧敷地東端以東生野村境界以北の区域を拓しその区域を鶴躊
村に編入する

西　成　部　　　　　　　津　守　村　　　　　　　改　　　　称

西成部川南村のうち大阪市に編入した残部の区域を津守村と改称する

西　成　郡　　　　　　　今　宵　村　　　　　　　　　　　　併

西成軍木津付及び今宮村のうち大阪市に編入した残部の区域を匪しその区域をもって今宵村を設
置する

西　成　郡　　　　　　　豊　崎　村　　　　　　　編　　　　入

西成那川崎付のうち大阪市に編入した残部の区域を廃しその区域を豊噛付に編入する

西　成　部　　　　　　　伝　法　村　　　　　　　編　　　　入

西成郵貯田村のうち大阪市に編入した残部の区奴及び川北付大字秀好事経ケ崎の区域を詫しその
区域を伝法町に編入する

三　　島　　郡

三島溺高磯村を町とする

三　　島　　郡

三島部芙木村を町とする

宵　河　内　郡

南河内‾部甘山村を川西付と改称する

大　　阪　　市

高　　槻　　町

其　　木　　町

川　　西　　村

田　　　　　区

外国人居留地を陪しその区域を大阪市西区に編入する

東　　成　　郡　　　　　　　　榎　　本　＿村

北河内郡今津村を拷しその区域を東成郡援本村に編入する

西は字高畑字朋

昇格（町制施行）

昇格（町制施行）

改　　　　　紡

編　　　’入

部界変更、編入



‘25　　　附　　　轟

肘鍾3　　　　　　　　　　市　　　　町　　　　村　　　　廃

年　　月　　日

明　治　36．5・1

明　治　36．8．31

明　治　36．11．5

明　治　38．5・20

明　治　39．12．1

明　治　41．4・1

明　治　41．11．1

明　治　43．9．1

明　治　43．g・1

明　治　44．2．1

明　治　44．2．1

明　治　44．10．1

明　治　45．1．1

明　治　45．ユ．1

大　正　1．10．1

大iE l．10．1

大　正　1．10．1

大　正　2．5．1

大　正　2．7．1

大　正　2・ユユ．1

大　正　3．4．1

蒲　　　郡　　　名 町　　　村　　　名 処　分　の　形　態

最　　北　　部　　　　　　　　損　　山　　村

泉北郡東横山付及び西揖山村を咤しその区域をもって横叫村を設置する

中　河　内　君匹

中河内部八尾付を町とする

西　　成　　郡

西成部伝法村を町とする

南　河　内　部

南河内郡大1押付を大草村と改称する

西　　成　　部

八　　尾　　町

伝　　法　　町

大　　宰　　相

伝　　法　　町

A　　　　　併

昇柊（町制施行）

昇格（町制施行）

改　　　　　称

編　　　　　入

西成部千給付大字大和田及び佃のうち新淀＝似南の区域を托しその区域を伝法町に編入する

三　　島　　那　　　　　　　　吹　　田　　町

三島部吹田村を町とする

泉　南　部　　　　　　　増　　井　村

長爾部日限野付のうち、縛井村に飛地する区域全部を将井村に編入する

南　河　内　郡

南河内郡長野村を町とする

西　　成　　郡

西成郡唸江村を町とする

西　　成　　郡

西成郡鷺洲村を町とする

西　　成　　郡

西成郡中津村を町とする

最　　南　　部

泉南軍佐野村を町とする

最　　南　　部

長　　野　　町

徳　　富t　　町

羞　　洲　　町

中　】筆　　町

佐　　野　　町

岸　和　田　町

昇格（町制施行）

編　　　　　入

昇格（町制施行）

昇格（町制施行）

昇格（町制施行）

昇格（町制施行）

昇格（町制施行）

A　　　　　併

最南部岸和田町、岸和田葵町、岸和田付及び沼野村を匡しその区域をもって岸和田町を設罠する

西　　成　　邦

西成郡豊崎付を町とする

東　　成　　郡

東成邪！艶格付を町とする

東　　成　　部

東成郡中本村を町とする

中　‾河　内　郡

中河内部日展市村を孔舎帯村と改称する

中　河　内　君臣

豊　　崎　　町

鶴　1電　　町

中　　本　　町

fL　舎　帯　村

三　木　木　村

昇格（町制施行）

昇格（町制施行）

昇格（町制施行）

改　　　　　称

部界変更、合併

中河内溺三木本陣及び浦河内部太田村を躍しその区域をもって巾河内閻三木本村を設置する

中　河　内　郡

中河内郡三木本村を大†∈村と改称する

東　　北　　部

泉北部内井村を町とする

泉　　北　　郡

泉北溺葵寺村を町とする

大　　正　　村　　　　　　　　改　　　　　称

向　　井　　町

享兵　　寺　　町

昇格（町制施行）

昇格（町制施行）

．
．
＼

置　　　分　　　合　　　史　（続）

附　　　隷　　　26

年　　月　　日

／1大正3・4■1

大1王　4．4．1

大IE　4．4．1

ノ大
了E　4．4．1

≠　大　正　4．10．1

市　　　郡　　　名 町　　　村　　　名　　l　　処　分　の　形　態

大　正三　4・11■15

大　正．4．11．10

大　正　5．1．1

大　了E S．1．1

大　子王　5．4．1

大　子工　S・8．1

大　正　6．9．1

大　正　8．4．1

大　正　9．4．1

大　正　9．6．1

大　正11．5．1

大1王1ユ．7．15

大　三三11．10．1

大　正1ユ．11．1

大　正12．6．1

東　　成　　郡

東成郡田辺村を町とする

東　　成　　郡

東成部擾並村を町とする

最　　北　　部

泉北邪高石相を町とする

南　河　内　都

南河内部鰹原村を町とする

泉　　北　　邦

泉北登大津付を町とする

泉　　北　　郡

泉北邪一考付を町とする

南　河　内　君堅

田　　辺　　町

厚　　並　　町

高　　石　　町

槙　　原　　町

大　　ヨ苧　　町

車　　　　　町

藤　井　寺　村

南河内郡垂井寺村及び小山村を跨しその区域をもって藤井寺村を設置する

西　　成　　君＄

西成盟野間付を町とし玉出町と改称する

東　　成　　要旨　．

東成守田ヒ新調荘村を城東村と改称する

東　　成　　郡

東成郡南新閑荘村を神路付と改称する

南　河　内　郡

南河内郡市新野村を千代田相と改称する

南　河　内　部

南河内部古市村を町とする

西　　成　　部

西成都今宮村を町とする

泉　　北　　郡

昇捧（町制施行）

昇格（町制施行）

昇格（町制施行）

昇格（町制施行）

昇格（町制施行）

昇格（町制施行）

A　　　　　併

玉　　出　　町　　　　　昇格改称（町制施行）

城　　東　　村

神　　路　　村

千　代　田　村

古　　市　　町

今　　宮　　町

百　舌　島　村

改　　　　　称

改　　　　　称

改　　　　　称

昇格（町制施行）

昇格（町制施行）

合　併、改　称

泉北部西百舌鳥村及び中育舌鳥付を搾しその区域をもって百舌鳥村を設置する

堺　　　　　市

最北部向井町及び喫町を曙しその区域を堺市に編入する

泉　　北　　郡

東北部鳳付を町とする

西　　成　　戸部

西成部千絵村を町とする

西　　成　　郡

西成郡神津付を町とする

西　　成　　都

西成都稗島村を町とする

岸　和　田　市

泉南郡岸和田町を市とする

西　　成　　郡

西成部西中島村を町とする

鳳　　　　　町

千　　解　　町

神　　洋．町

群　　島　　町

西　中　島　町

編　　　　　入

昇格（町制施行）

昇格（町制施行）

昇格（町制施行）

昇格（町制施行）

昇格（市制施行）

昇柘（町制施行）





29　　　射　　　線

附銀　3 市　　　　町　　　　村　　　　廃

年　　月　　日

昭　和　u．4．1

昭　和　ロ．4．1

昭　和13．2．11

昭　利13．3．3

昭　和13．8．24

昭　利13．11．3

昭　和14．4．1

昭　和14．4．10

昭　和14．4．29

昭　和14．5．1

昭　和14．6．1

昭　和14．7．1

昭　利14．7．1

昭　和14．7．1

昭　和14．9．1

昭　和14．10．1

昭　和15．4．1

昭　和　15．4．1

昭　和15．4．1

昭　和15．6．1

市　　　部　　　名 町　　　村　　　名 処　分　の　形　態

最　　南　　部　　　　　　　　佐　　野　　町

長寄倒佐野町及び北中道村を匪しその区域をもって佐野町を設置する

布　　施　　市

A　　　　　併

合併、昇格（市制施行）

中河内郡布施町、長瀬村、小阪町、楢捏村、意肢部村及び弥刀村を轄しその区域をもって布施市
を設置する

堺　　　　　市

泉北邪神石村を躍しその区域を堺市に編入する

岸草　和　田　市

最南部土生邦村を匪しその区域を岸和田市に編入する

堺　　　　　市

編　　　　　入

編　　　　　入

瓢界変更、編入

最北部五箇荘村、百舌鳥村及び南河内都会岡村を床しその区域を堺市に編入する

・北　河　内　郡　　　　　　　枚　方　町　　　　　　　△　　　　併

北河内認枚方町、殿山町、山田村、樟薫村、川越柑及び琶毘村を廃しその区域をもって枚方町を
設置する

北　河　内　郡

北河内郡門真付を町とする

泉　　南　　郵

門　　真　　町　　　　　　　　昇格（町制施行）

貝　　等：　町　　　　　　　　編　　　　　入

泉南郡西墓室横付を霹しその区域を貝坂町に編入する

池　　田　　市

豊能部池田町を市とナる

最　　南　　部

泉南部尾崎付を町とする

北　河　内　郡

尾　　崎　　町

昇格（市制施行）

昇格（町制施行）

奨　　田　　町　　　　　合併、昇格、改称（町制施行）

北河内郭諸提村及び古宮村を躍しその区域をもって茨田町を設置する

申　河　内　郡　　　　　　　拍　　原　町　　　　　　　郡界変更、合併

南河内溺持原町、中河内部堅上村、堅下村を茫しその区域をもって中河内新種原町を設置する

北　河　内　郡　　　　　　　　交　　野　　町　　　　　　　合併、昇格（町制施行）

北河内郡安野村及び磐給付を跨しその区域をもって交野町を設置する

中　河　内　君野

中河内部枚岡村を町とする

豊　　能　　君堅

豊能郡庄内村を町とする

最　　北　　部

泉北郡息岡村を町とする

吹　　田　　市

三島首班吹田町、千里村、

三　　島　　部

三島郡島本付を町とする

泉　　南　　雷撃

枚　　岡　　町

庄　　内　　町

忠　　岡　　町

昇格（町制施行）

昇格（町制施行）

昇格（町制施行）

合併、昇格（市制施行）

芹部村及び豊能部豊津村を既しその区域をもって吹周市を設置する

島　　本　　町　　　　　　　　昇格（町制施行）

待　　井　　町

泉軍部悍井村を町とする

岸　和　田　市

泉南部有責香村及び東葛城村を跨しその区域を岸刺田市に編入する

昇格（町制施行）

編　　　　　入

置　　　分　　　合　　　史　（続）

附　　　銀　　　50

年　　月　　日

昭　和15．6．1

昭　和15．1ユ．8

昭　和16・2・3　′

昭　和16．4．1

昭　和17．4．1

昭　和17．4．1

昭　和　17．　4．1

昭　和17．7．1

昭　和17．7．1

昭　和17．12．16

昭　和18．2．1

昭　和18．2．11

昭　和18．3．10

昭　和18．4．1

、

　

　

　

　

　

　

　

－

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

、

一

　

・

－

　

－

昭　和　18．4．1

昭　和　18．　5．1

昭　和　18．10．1

昭：邪118．10．1

市　　　部　　　名 町　　　村　　　名 英　分　の　形　態

南　河　内　部　　　　　　長　野　町　　　　　　A　　　　併　　　　rr′

南河内部長野町、千代田村及び天野村を陪しその区域をもって長野町を設置する

北　河　内　郵　　　　　　津　田　町　　　　　合併、昇格（町制施行）

北河内部津田村、永墓相及び菅原村を咤しその区域をもって津田町を設置する

泉　南　郡　　　　　　信　連　町　　　　　合併、昇格（町制施行）

泉南郡信連村及び東信連村を誕しその区域をもって信連町を設置する

宵　河　内　部　　　　　　国　分　町　　　　　　昇格（町制施行）
南河内郡部　分村を町とする

岸　和　田　市　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　　併

岸和田市、泉南君挿木町、山直町及び甫掃守村を蒔しその区域をもって岸和田市を設置する

泉　大　津　市　　　　　　　　　　　　　　　　　　昇格、改称（市制施行）

東北部大津町を市とする

南　河　内　部　　　　　　富　田　林　町　　　　　　　　　　　併

南河内部富田林町・新堂村、薯志村、大伴村、川西村、彼方村及び鍋郵相を諸しその区域をもっ
て冨田神町を設置する

中　河　内　郡

中河内書取味付を町とする

卵　　　　　市

松　　原　　町 昇格（町制施行）

輸　　　　　入

泉北苛鳳町∴匪尾村、浜寺町、東百舌鳥村、深井村及び八田荘村を蒔しその区域を堺市に編入す
る

高　　槻　　市

三島醐町を市とする

北　河　内　郡

北河内郡九箇荘村を町とする

最　　南　　部

泉南雪際日村を町とする

泉　　南　　部

長南都多宗川村を町とする

大　　阪　　市

大阪市北区、此花区、東区、

九　簡■　妄　町

深　　日　　町

多　芸　川　町

昇格（市制施行）

昇格（町制施行）

昇格（町制施行）

昇格（町制施行）

分　　　　　割

甫区、酉区、天王寺区、港区、大正区、浪速区、東淀川区、西淀川
区・東成区・旭区、住菅区及び西成区を掩しその区域を分ちて、北区、都島区、福島区、此花区、

東区・西区、港区、大正区、天王寺区、南区、浪速区、大淀区、西淀川区、東淀川区、東成区、
生野区、旭区、城東区、阿倍野区、住吉区、常住舌区及び西成区を設置する

北　河　内　部　　　　　　　等　屋　川　町　　　　　　　A　　　　併

北河内郡長呂肢村、九箇荘町、豊野村及び寝室川村を咤しその区域をもって寝屋川町を設置する

貝　　塚　　市

泉南瓢且基町を市とする

中　河　内　郡

中河内熱雷津村を町とする

申　河’内　君昼

中河内郡玉川村を町とする

碩■　　津　　町

玉　　川　　町

昇格（市制施行）

昇格（町制施行）

昇格（町制施行）



封　　l射　　　線

肘鉄3　　　　　　　　　市　　　　町　　　　村　　　廃

年　　月　　日 市　　　郡　　　名 町　　村　　名　　i　　処　分　の　形　態

置　　　　分　　　　合　　　　史　（続）

附　　　隷　　　32

年　　月　　日 市　　　部　　　名　　l　　　町．　村　　　名 処　分　の　形　態

昭　知18．10．7

昭　和　21．11．1

昭　利　22．1．1

昭　和　22．3．15

昭　和　22．7．1

昭　和　22．8．1

昭　和　22．10．1

昭　和　23．1．1

昭　和　23．1．1

呵和　か・1・1

昭　和　23．1．1

昭　和　23．4．1

昭　和　23．4．1

昭　和　23．4．1

昭　和　23．4．1

昭　和　23，8．1

昭　和　24．1．1

暗　澤口　2；．4．1

昭　和　25．4．1

昭：荊I　25．4．1

昭　和　器．4．1

泉　北　　郡　　　　　　　　八　　坂　　町

泉北溺常子子好を町としその名を八坂町と改称する

‾守　　口　　市

北河内郡守口町及び三準町を臨しその区域をもって守口市を設置する

中　河　内　郡　　　　　　　　天　　美　　町

中河内部天美村を町とする

豊　　中　　市

昇　格、改　称

合併、昇格（市制施行）

ヽ昇格（町制施行）

編　　　　　入

豊能部中豊島村、商量島村及び小曽根付を跨しその区域を豊中市に編入する

北　河　内　都

北河内郡四条畷村を町とする

枚　　‾万　　市

北河内習枚方町を市とする

中　河　内　郡

中河内言問手相を町とする

豊　　能　　郡

豊碓部箕面付を町とする

中　河　内　部

中河内部翼付を町とする

茨　　木　　市

四　条：畷　町

縄　　手　　町

箕　　面　　町

巽　　　　　町

昇格（町制施行）

昇格（市制施行）

昇格（町制施行）

昇格（町制施行）

昇格（町制施行）

合併、昇格（市制施行）

三島部茨木町、春日村、三島付及び玉切付を羅しその区域をもって茨木市を設置する

高　槻　市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編　　　　入

三島雪隣l武野付を跨しその区域を苗錦市に編入する

八　尾　市　　　　　　　　　　　　　　　　　　合併、昇格（市制施間

中河内邪八尾町、竜肇町、久宝寺軋大電村及び西部付を跨しその区域をもって八尾市を設置する

岸　和　田　市

泉北部山滝村を臨しその区域を岸都田市に編入する

泉　佐　野　市

泉南郡佐野町を市としその名を泉佐野市と改称する

北　河　内　都　　　　　　　　塵　　窪　　町

北河内離重盗村を町とする

豊　能　郡　　　　　　　箕　面　町

編　　　　　入

昇　格、改　称

昇格（町制施行）

・∠」　　　　　併

豊能部箕面町、萱野村及び止々R実相を跨しその区域をもって箕面町を設恵する

北　河　内　部　　　　・住　道　町　＿　　　　　郡界変更／編入

中河内部首津町のうち大字川うちの1部の区域を詫しその区域を北河内部住道町に編入する

雀　田　林　市

南河内部富田林町を市とする

中　河　内　部　　　　　　　　石　　切　　町

中河内郁夫戸村を町としその名を石切町と改称する

三　　島　　郡　　　　　　　　味　　舌　　町

昇格（市肝）

昇格、改称（町制施行）

昇格（町制施行）

三島琶昧舌村を町とする‾

南　河　内　郵　　　　　　　登　美　丘　町　　　　合併、昇格、改称（町制施行）

南河内郡野田村及び大草村を箆しその区域をもって萱美丘町を設置する

ー
．
ぐ
ご
　
ざ．

、
．
■
亨
忘

t

l

一

日

t

▲

善

昭　和　25．5．3

昭　和　25．8．1

昭　和　25．m．1

昭　和　26．⊥　1

昭　利　26．4．1

昭　和　26．9．1

昭　和　26．11．3

昭　和　27．4．1

昭■　荊128．4．1

唱　和　為．4．1

昭　和　28．5．3

昭　和　28．7．1

昭　和　28．7．1

昭　和　29．2，10

l

　

　

　

　

　

■

⊥

d

▲

　

　

　

　

　

．

4

－

刀

　

　

刃

和
　
　
和

昭

　

　

昭

1⊥刀和昭
∵

昭　和　30．1．⊥1

時．禾13つ．1．15

喘　郡　3）．2．1

昭　和　3〕．2．1

登：屋　川　市

北河内；頂審川町を市とする

■盲Ⅰ河　内　郡

昇格（市制施行）．

矢　　田　　村　　　　　　　町村界変更、編入

小河内耳天美町のうち大字城連寺の1部の区域を殿しその区域を矢田村に編入する

商　　機　　市

三島て巳五領付を舞しその区城を高」茂市に編入する

南　河　内　郡

南河内吉汚道明寺村を町とする

南　河　内　部

南河内や狭山村を町とする

南　河　内　君B

南河内部日置荘村を町とする

泉　　南　　君B

泉南郡真言坂村を町とする

北　河　内　部

北羊可内難四条村を町とする

最　　北　　部

道　明　寺　町

狭Ill＿　町

日　置　荘　町

鰐　　収　‾町

四　　条　　町

高　　石　　町

泉北て払暁石村を死しその区域を雇石町に編入する

中　河　内　君B

市河内部画琶寄付を町とする

＝泉　　南　　君匡

南　高　安　町

田　　尻　　町

最南部田尻村を町とする

豊　　中　　市

三島＝誓三折田村のうち大字上新田の区域を羅しその区域を空中市に編入する

吹　　田　　市

三島郡新田付のうち大字下新田の区域を罷しその区域を吹田市に編入する

茨　　木　　市

三島郡安或付、＿玉島村を箔しその区域を茨木市に編入する

泉　佐　野　市

編　　　　　入

昇格（町制施行）

昇格（町制施行）

昇格（町制施行）

昇格（町制施行）

昇格（町制施行）

編　　　　　入

昇格（町制析）

昇格（町制施行）

編　．　　人

絹　　　　　人

偏　　　　　入

編　　　　　入

泉で背部日鼠野村、■長滝村、上之環村、甫中道吋、大土付を発しその区域を泉佐野市に編入する

河内長野市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合併、昇格（市制施行）
南河内謂長野町、高向村、三日市軌加賀田村、天見村、川上付を莞しその区域をもって河内長
野市を設置する

豊　　中　　市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編　　　　　入

豊能瑠庄内町を陪しそ町区域を豊中市に編入する

枚　　岡　　市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合併、昇格（市制施行）

・ト河内謂凡骨常軌枚同町、綴字町及び石切町を跨しその区域をもって枚岡市を設置する

河　　内　　市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合併、昇格（市制施行）

中河内部者津町、三明町、英田軋三野照付及び若江村を託しその区域をもって河内市を設置ナi

松　原　尋　　　　　　　　　　　　　　　　合併、昇格（市触行）

中河内溺後原町、天美町、布忍村、意攻付及び三宅付を躍しその区域をもって松原市を設置する

八　　尾　　市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編　　　　　入

河内市の1部（福万寺と上之島）剥落しその区域を八尾市に編入する
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肘象　4 衡

算換法貰尺

「耗」ミリ

「糎」センチ

「粉」デ‾　シ

「米」メ

し

　

　

レ

　

レ

ト

　

ト

　

ト
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■
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メ

メ
　
　
　
　
メ

ト　　・l L
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m

 

m

 

m

O
　
　
0
　
　
0

‰

‰

弘

「粁」キ　ロ　メ　ート　ル（　Em）

平　方　メ　ー　ト　ル（　　m2）

平方キ　ロ　メートル（　Kmg）

ア　　　　　　　　　　　ル（1〔Om2）

ヘ　　ク　　タ　　ー　ル（ユO CDつm彗）

「鰹」セ：ソチリ　ットル（

「劫」デ　シリ　ット　ル（

「立」リ　　ッ　ト　ル（

「婿」ヘクトリブサル（

立　　　　方　　　　米（

㌍
㍗
二
二

「亀」ミ　リ　グ　ラ　ム（鶴。。。g）　r

「顔」も　ソ　チ　グラム（　％。。g）

「瓦」グ　　　ラ　　　ム（　　g）

「檻」キ　ロ　グ　ラ　ム（　　Eg）

「扉」メ　ー　下　ルト　ン（1（追〕Eg）

ヤードポンド法換算

〇・039370吋

0．393707吋

3．93707m吋

3．卸〔治りて
1・〔冶363礪

0．621：繋2哩

10・7642　平方沢
1・1篤03平二万礪

0・：労Gu6平方哩

0．024711ェーカー

2．471⊥1ェ＿カー

0・∝8799英クオーt
O．01∝追7米クオーt
O．087％9英クォート
0．105671米クオー下
0．879∋92英クオ上下
1．056710米クォート

22．0216　英ガロン
26．41鉱　米ガロン
35．3165　立方択
1．X冶02立方囁

0．m5オソス

0．∞∽5　オンス

0．035273オンス

2．ZM62ポンド

0．！蛤4式石英砿
1．10刀0米盛

換 算 表

B　　ヤ　ード　ボ　ン／ド法基準

肘　　濃　　対．

面　　度

3・∽000厘

3，m分

3．m寸

3・刀000尺
0．500・間

9．16666町
0．25463星

積
〇・3025α〕坪

1〇・日∝0　平方尺

0・∝4鋸6平方旦

0．1∝但33反

1．∝迫33町

量

0．55435勺

0．55435合

0．55435チト

〇・55435石

35．9370　才

衡
0．26667二毛

0．2臨67度

0．26667匁
0．26667貰

⊥．66667斤

266．程；67　貰

ヤ　ード　ポ　〇／ド　法基準

ヤ　ード　ポ　ンド法 尺　貫　法　換　算 メ　ート　ル法換算

「吋」イ　　ソ　　チ（％8ヤード）

r沢」フ　ィ　ー　ト（施ヤード）

「租ヤ　　　ー　　ド

「鎖」チ　ェ　ー　ン（22ヤード）

「唾」マ　イ　ル（17∝ヤード）

「艶」カ　　イ　リ（1．15151マイル）

平

平

乎

乎

エ

方
　
　
方

方

　

方

イ　　ン′　　チ

イフ

ヤ
　
ィマ

一　　ド

ル（　640ェーカー）

－（4840平方ヤード）

面

度
0．83818寸

1・COS82尺

66∴更は2

11．（】；40

14．7520

尺
尺
問
町
里
町

積
0．702553平方寸

1・Ou67平方尺

〇・252919坪

〇・167919平方皇

4・C馳3反

2・53995板

〇・罰479米

〇・914二泊米

20・1164　米

1・∝沿31粁

1・85315粁

6・4514　平方糎

〇・09翔9平方米

0・83∝糟平方米

2・甜平方粁
0．4C嬉671へクタ＿ル

＝
1
・
1
／
．
ゞ
1
－
－
ノ

i
l
I
n
r
r
引

ヤード　ボ　ン′ド溝

立

立

立

英

米

英

米

方
方
方

ク
　
ク
　
ガ

ソ
了
　
：

イ

　

ヤ

ォ

ォ

フ

チ

　

ト

　

ド

　

ト

　

ト

　

y

 

y

オ　　　　ン　　　　ス（弘8ポンド）

r封度」ポ　　ン　ド

F噸」英　ト　　ン（2240ポンド）

「噸」米　　t y（2∝払ポンド）

尺　貫　法　換　算 メ　ート　ル法換算

量
0．9貰871勺

1．56966斗

4・23∝粉石

0．63〔D2升

0．52460升

2．51730升

2．0遍33升

衡
7．5599

1a〕．958

270．946

1693．41

241．916

1511．97

匁
匁
官
斤
質
斤

16．3870　立方糎

0．0用315立方米

0．764554立方米

1．13650　立

0．朗6333立

0．045郁1桁

0．037852頼

28．3495　瓦

0．45359　柾

1．0ユ604　靂藍

0．9D7178磁

C　　尺　　貫　　法　　基 準

メ　ー　t　ル法換算 ヤードポンド法換算

厘
分
　
寸
尺
間
町
　
里
　
　
坪
胡
反
町

確
閲
頻
用
鞘

（36町）

（貰）坪）

（1吻）
（10反）

面

十
し

勺
合
　
升
　
斗
石
才
石
　
毛
厘
匁
斤
質

（1C勺）

（10合）

（10升）

（10斗）

（立方尺）

（10才）

（10＝モ）

（10厘）

（1日〕匁）

（1∝惚）

度
0．303〕3粍

0．30貰）3糎

0．文）303詔

0．30Ⅹ迫ラK

l．8181日米

0．⊥09C9粁

3．92727粁

積

3・30認2平方米
0．99174　アール

9．9174　7【ル

0．99174　ヘクタール

1542．34　　ヘクタール

量．
1．∝）39⊃磯

1．守：）3Ⅸ）紛

1．昏〕39〕立

18・03∝）立
1，8〇390栢

0・02褐3立方米

8・27826立方米

衝
3．75∝D臨

3．75∝刀旛

3．75（刀〕瓦

0．6〔仰）乾

0．（沿375毯

0．01193

0．1193：）

1．19刀5

0．99421

P・〔沿〇3
0．06778

0．〔6払6
2．44033

2．11924

吋
吋
吋
択
鎖
哩
浬
哩
饉

3・9532　乎万曝
0．245072平方鯛
0．245〇72　ェ一・カ・一

2．45072　ェ一・カl

S．95525　平方l墾

1．100410立方吋
0．03973

0．04766

0．39725

0．47657
3．97器9
4．76崇；フ

美甘py
米ガpy
英オーy
兼好py
美方py
米ガロソ

0．235954立方礪

0．982735立方択

9．82735　立方択

0．（Ⅹ）13228オンス

0．013228　オyス
0．13228　オyス
0．∝鼠27　ボyF
1．32277　應㌧′ド

8．26732　ポンド
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